
10 契約締結予定日 令和3年7月下旬

7 情報の保護 別紙1「特記事項」のとおり（変更した条項：なし）

8 審議する対象範囲

別紙2「流れ図」のうち、次の範囲
(1)区は、要小学校を作業場所として提供する。
(2)受託事業者は、校務ＬＡＮ上のデータを基にソフトを開発する。
(3)区は受託事業者から個人情報遵守及び作業完了の報告を受ける。

9 委託先 本審議会終了及び補正予算議決後、競争入札にて事業者を決定する。

5 諮問理由 新規事業であり一括承認基準に該当がないため。

6 取り扱う個人情報
氏名、性別、生年月日、転出入記録、写真、電話番号、健康状態、診療、検査結果、入学・卒
業年月日、学年・クラス、日常の指導記録、進路希望

4 過去の類似案件
クラウドシステム上におけるアカウント情報の登録及び削除業務の委託に係る措置（2答申第
19号）

類型なし

2 業務の内容

本業務は、東京都教育委員会指定事業「インクルーシブ教育システムの構築に関する実践的研
究事業」実施に伴う業務の一部である。

1 内  容

校務支援システムによる個人情報の電算処理（平成25年9月18日答申第6号）で諮
問した児童・生徒の個人情報について、特別支援学級（知的固定学級）併設校に
おける、校内共有のサーバ内に点在する児童生徒の指導に関係する資料等の電子
ファイル（ワード、エクセル、パワーポイント他）を目録管理するファイル整理
ソフト開発作業を委託するものである。

2 該当者等 区立小・中学校の児童・生徒（約12,000人）

3 委託理由

特別支援学級と通常学級における児童・生徒の交流等を実施するインクルーシブ
教育事業実施にあたり、担当教員間の情報共有が不可欠であることから、適切か
つ円滑な資料活用が求められる。ソフト開発は、専門知識やＩＴツールの活用等
が必要であるとともに、東京都より事業指定を受け早期の導入が求められている
ため、職員が通常業務の中で取り組むことは困難であり遅滞なく開発作業を行う
必要があることから、ノウハウを持つ事業者を活用する。

4 効  果

項目なし

3 一括承認基準の
　該当の有無

類　　　型 個人情報の項目

担当教員間の情報共有を容易にし、働き方改革として教員の事務負担軽減につな
がる。

諮問資料（業務委託）
令和3年5月13日

指導課

1 件　　名 インクルーシブ教育システム構築に係るファイル整理ソフト開発業務委託
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別紙１

個人情報 特記事項 

（基本的責務） 

第１条 インクルーシブ教育システム構築に係るファイル整理ソフト開発業務の受託事業

者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護に関する豊島区（以下「甲」という。）の

施策に協力するとともに、個人情報の保護の重要性を認識し、受託業務の処理に当たっ

て個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を害することのないよう最大限配慮し、

本個人情報特記事項を遵守しなければならない。 

（取り扱う個人情報の範囲等） 

第２条 乙は、受託業務の処理に当たっては、次に掲げる個人情報に限り取り扱うことが

できるものとし、当該個人情報以外の個人情報の収集、保有、使用その他の取扱いをし

てはならない。 

 (1) 受託業務の処理のために甲から提供される次の個人情報

児童・生徒、の氏名、性別、生年月日、転出入記録、写真、電話番号、健康状態、診

療、検査結果、入学・卒業年月日、学年・クラス、日常の指導記録、進路希望

２ 乙は、受託業務に係る個人情報を取り扱う作業責任者及び作業従事者の氏名を、あら 

かじめ甲に報告しなくてはならない。変更するときも、同様とする。

（受託業務に従事する者の義務） 

第３条 受託業務に従事している者又は従事していた者は、受託業務に関して知り得た個

人情報を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。受託業務終了後も同様

とする。 

（セキュリティ対策の整備義務）

第４条 乙は、取り扱う個人情報の安全確保を図るための管理体制を整備しなければなら

ない。

２ 乙は、受託業務に従事している者に対して、個人情報保護及び情報セキュリティに関

する研修又は教育を実施しなければならない。 

（目的外利用の禁止） 

第５条 乙は、第２条第１項各号に掲げる個人情報（以下「取り扱う個人情報」という。）

を受託業務の目的以外の目的で利用してはならない。

（外部提供の禁止）

第６条 乙は、取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。

（再委託の禁止）

第７条 乙は、受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。
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（複写又は複製の禁止）

第８条 乙は、取り扱う個人情報を複写又は複製してはならない。

（持ち出しの禁止）

第９条 乙は、取り扱う個人情報を事業所内から持ち出しをしてはならない。

（資料等の返還義務）

第１０条 乙は、受託業務が終了したときは、取り扱う個人情報が記録された資料等を、

速やかに、甲に返還しなければならない。

（個人情報の取扱状況の報告）

第１１条 乙は、契約履行中において、個人情報の取扱いの遵守状況について「個人情報

特記事項の遵守に関する報告書」により甲に報告しなければならない。

（監督に応じる義務）

第１２条 甲は、委託業務の処理において、取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、

乙に対する必要かつ適切な監督を行うものとし、乙はこれに応じなければならない。

（施設等の立入検査又は調査に応じる義務）

第１３条 甲は、個人情報の保護のため必要があるときは、委託業務を処理する施設等の

立入検査及び調査を行うことができるものとし、乙はこれに応じなければならない。

（監査に応じる義務）

第１４条 甲は、委託業務の処理に関し、必要に応じて監査を行うことができるものとし、

乙はこれに応じなければならない。

（事故発生時の対応）

第１５条 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事

故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報

の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を報告し、甲の指示に従わなければならな

い。

２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、

証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、

緊急時対応計画を定めなければならない。

３ 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて

当該事故に関する情報を公表することができる。
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（契約解除）

第１６条 第２条から前条までの規定に違反する行為があったときは、甲は契約を解除す

ることができる。

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、

その損害の賠償を請求することはできない。

（損害賠償）

第１７条 第２条から第１５条までの規定に違反する行為によって、甲が損害を受けたと

きは、乙はその損害を賠償しなければならない。受託業務が終了した後も同様とする。

（罰則） 

第１８条 正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された豊島区個人情報

等の保護に関する条例（平成１２年豊島区条例第３号。以下｢条例｣という。）第２条第１

項第４号アに係る個人情報ファイルを提供したときは、条例第４６条又は第４８条の規

定に基づき、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。 

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者  

２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金 

(2) 業務を受託した法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含

む。以下同じ。）又は人  

１００万円以下の罰金 

第１９条 受託業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を

図る目的で提供し、又は盗用したときは、条例第４７条又は第４８条の規定に基づき、

次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者 

 １年以下の懲役又は５０万円以下の罰金  

(2) 業務を受託した法人又は人 

 ５０万円以下の罰金 
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今回諮問事項

(1)区から受託事業者へ個人情報を使用する作業環境を提供する際の取扱い

(2)受託事業者が開発作業時に必要な個人情報を閲覧・使用する際の取扱い

(3)受託事業者が個人情報を使用する作業を終了する際の取扱い

インクルーシブ教育システム構築に係るファイル整理ソフト開発業務委託の流れ

児童・生徒情報保管

成果物の納品
(3)個人情報を使用する作業の終了

別紙２別紙２　



3 一括承認基準の該当
　の有無

4 過去の類似案件

6 法令等

類型無し

支援対象児童等見守り強化事業実施要綱（厚生労働省）

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

該当なし

支援対象児童等見守り強化事業に係る個人情報の本人以外からの収集（令和2年度答申第
20号）

区の示した本事業の基準に基づいて、委託事業者が支援対象として作成し
た世帯リストの提供を受ける。

本事業に関し、区が把握している要支援世帯には、区が支援申込書等を送
付するが、委託事業者が把握している、支援を必要とする妊婦世帯及び０
歳～１８歳未満の子どものいる世帯については、委託事業者が支援申込書
等を送付する。区と委託事業者の把握している対象者が重複している可能
性があり、支援申込書等の二重送付を防ぐ必要があること、委託事業者の
把握している支援対象者について確認が必要であることから、区が、委託
事業者から対象者リストを収集し、確認・突合作業を行う。

5 収集理由

4 収集方法

2 業務の概要

1 内　容
支援対象児童等見守り強化事業に関し、申し込み配布対象者に係る個人情
報を委託事業者から直接収集する。

2 対象者等 支援を必要とする、妊婦世帯及び0～18歳未満の子どものいる世帯。

3 収集先 委託事業者

諮問資料（本人以外からの収集）

令和3年5月13日

子育て支援課

1 件　　名 支援対象児童等見守り強化事業に係る個人情報の本人以外からの収集

5 諮問理由
本事業は令和2年度に実施した事業と同一内容のものだが、一括承認基準に該当しないた
め。

本人以外から収集するもの 理　　　由

7 収集する時期及び
　期間

本審議会承認後とする。

　氏名、住所、年齢、電話番号、家族構成、
　家庭環境、経済状況、居住状況

二重送付を防ぐための突合作業、ま
た支援対象者であるかの確認が必要
なため

6 取り扱う個人情報

資料２
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諮問資料（業務委託）
令和3年5月13日

子育て支援課

1 件　　名 支援対象児童等見守り強化事業の委託に係る措置

類型なし

2 業務の内容

本事業は支援対象児童等として登録されている子ども及び支援を必要とする妊婦や0歳から18
歳未満の子育て家庭を対象とし、生活状況の把握や食事の提供等を通じて子どもの安全確認と
見守りを民間団体に委託し実施するものである。

1 内  容

「児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金」を活用し、要保護児童対策地
域協議会の支援対象児童等として登録されている子ども（世帯）及び支援を必要
とする妊婦や0歳から18歳未満の子育て家庭（約200世帯）への子どもの安全確認
と食料支援を委託により実施する。
事業の流れは、別紙2「児童虐待・DV対策等総合支援事業を活用した支援対象児童
等見守り強化事業委託の流れ」のとおり。
また、国の補助事業イメージは別紙3「支援対象児童等見守り強化事業」のとお
り。

【委託内容】
・事業期間は令和3年7月～令和4年1月を想定。
・区が定めた基準をもとに抽出された支援を必要とする妊婦や0歳から18歳未満の
子育て世帯への本事業の案内及び申込書類の配布。
・支援事業を希望する者からの申込書の受領
・区指定場所又は宅配により申込者への食料支援物資の提供を行い、児童の安全
確認及び見守りを実施し区に報告する。

2 該当者等
要保護児童対策地域協議会が把握している児童を含む、子育て支援課が支援対象
児童等として把握している子ども（世帯）及び支援を必要とする妊婦や0歳から18
歳未満の子育て家庭 約200世帯

3 委託理由

新型コロナウイルス感染症に伴い、支援の必要な子ども・家庭への見守り機会が
減少し、児童虐待のリスクが高い状態が長期化しており、昨年度に実施した当該
事業を引き続き実施する必要がある。昨年度と同じ事業者に委託することで、情
報保護も含めたノウハウの活用が期待でき、より効果的な事業実施が可能となる
ため。

4 効  果

該当なし

3 一括承認基準の
　該当の有無

類　　　型 個人情報の項目

児童虐待の予防、早期発見、早期対応につながる。

5 諮問理由 本事業は令和2年度に実施した事業と同一内容のものだが、一括承認基準に該当しないため。

6 取り扱う個人情報 別表『6「取り扱う個人情報」の項目』のとおり

4 過去の類似案件 支援対象児童等見守り強化事業の委託に係る措置（令和2年度答申第21号）

10 契約締結予定日 本審議会承認後とする。

7 情報の保護 別紙1「特記事項」のとおり　（変更した条項：第２条・第８条・第９条）

8 審議する対象範囲

別紙２の流れ図のうち、次の範囲である。
（１）区が支援提供に必要な個人情報を受託者に提供する場合の取り扱い
（２）受託者が希望者への支援提供に必要な個人情報を収集する際の取扱い
（３）受託者が収集した個人情報を区に返還する際の取扱い

9 委託先 NPO法人　豊島子どもWAKUWAKUネットワーク
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別表
6 「取り扱う個人情報」の項目

①　氏名

④　電話番号

２ 事業者が収集する情報 理　　　由

②　年齢

③　住所

1 区が収集して必要に応じ事業者に提供するもの 理　　　由

①　氏名

②　年齢

③　住所

④　電話番号

⑤　家族構成

　要支援家庭に、支援を提供するために必要であるため

第9条　持ち出しの制限
　業務処理上、必要であると認められるため、ただし書
の規定を設けて持ち出しを「禁止」から「制限」とし
た。

変更した条項 変更した理由

第2条　取り扱う個人情報の範囲等
 （1）受託業務の処理のために甲から提供される
     次の個人情報
 （2）受託業務の処理のために収集する次の個人
　　 情報

　特定される範囲の内容を明らかにした。

  6「取り扱う個人情報」のとおり

第8条　複写または複製の制限
　業務処理上、複写または複製が必要である場合が認め
られるため、ただし書の規定を設けた。

7 「情報の保護」の項目

別紙１「特記事項」のうち修正した条項

⑥　その他受託業務の処理のために必要となる
個人情報で、収集に当たって事前に甲と協議
し、甲の承認を得たもの

⑤　家族構成

　支援を提供するために必須であるため
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別紙１ 

個人情報 特記事項 

（基本的責務） 

第１条 支援対象児童等見守り強化事業委託の受託事業者（以下「乙」という。）は、個人

情報の保護に関する豊島区（以下「甲」という。）の施策に協力するとともに、個人情報

の保護の重要性を認識し、受託業務の処理に当たって個人情報を取り扱うときは、個人

の権利利益を害することのないよう最大限配慮し、本個人情報特記事項を遵守しなけれ

ばならない。 

（取り扱う個人情報の範囲等） 

第２条 乙は、受託業務の処理に当たっては、次に掲げる個人情報に限り取り扱うことが

できるものとし、当該個人情報以外の個人情報の収集、保有、使用その他の取扱いをし

てはならない。 

 (1) 受託業務の処理のために甲から提供される次の個人情報

ア 氏名

  イ 年齢

  ウ 住所   

エ 電話番号

  オ 家族構成

(2) 受託業務の処理のために収集する次の個人情報 

  ア 氏名 

  イ 年齢 

ウ 住所 

  エ 電話番号 

オ 家族構成 

カ その他受託業務の処理のために必要となる個人情報で、収集に当たって事前に甲

と協議し、甲の承認を得たもの 

２ 乙は、受託業務に係る個人情報を取り扱う作業責任者及び作業従事者の氏名を、あら

かじめ甲に報告しなくてはならない。変更するときも、同様とする。 

（受託業務に従事する者の義務） 

第３条 受託業務に従事している者又は従事していた者は、受託業務に関して知り得た個

人情報を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。受託業務終了後も同様

とする。 

（セキュリティ対策の整備義務） 

第４条 乙は、取り扱う個人情報の安全確保を図るための管理体制を整備しなければなら

3
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ない。 

特に、受託業務を電子計算機により処理する場合は、不正アクセスやコンピュータウイ

ルス等による個人情報の盗用、破壊、漏えい、改ざん等に対する防御対策を講じなけれ

ばならない。 

２ 乙は、受託業務に従事している者に対して、個人情報保護及び情報セキュリティに関

する研修又は教育を実施しなければならない。 

（目的外利用の禁止） 

第５条 乙は、第２条第１項各号に掲げる個人情報（以下「取り扱う個人情報」という。）

を受託業務の目的以外の目的で利用してはならない。 

（外部提供の禁止） 

第６条 乙は、取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。 

（再委託の禁止） 

第７条 乙は、受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。 

（複写又は複製の制限） 

第８条 乙は、取り扱う個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、受託業務の処

理上必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、この限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書の規定により複写又は複製したときは、受託業務終了後直ちに

当該複写又は複製したものが第三者の利用に供されることがないよう、物理的な破壊

その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 

 ３ 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応

じなければならない。 

 ４ 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名

及びその内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。 

（持ち出しの制限） 

第９条 乙は、取り扱う個人情報を事業所内から持ち出しをしてはならない。ただし、受

託業務の処理上必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、こ

の限りではない。この場合は、持ち出し記録（持ち出し事由・日時・返却日時・担当

者等）を作成し、保管場所の確認を行わなければならない。 

（資料等の返還義務） 

第１０条 乙は、受託業務が終了したときは、取り扱う個人情報が記録された資料等を、 

速やかに、甲に返還しなければならない。 

（個人情報の取扱状況の報告） 
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第１１条 乙は、契約履行中において、個人情報の取扱いの遵守状況について「個人情報

特記事項の遵守に関する報告書」により甲に報告しなければならない。 

（監督に応じる義務） 

第１２条 甲は、委託業務の処理において、取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、

乙に対する必要かつ適切な監督を行うものとし、乙はこれに応じなければならない。 

（施設等の立入検査又は調査に応じる義務） 

第１３条 甲は、個人情報の保護のため必要があるときは、委託業務を処理する施設等の

立入検査及び調査を行うことができるものとし、乙はこれに応じなければならない。 

（監査に応じる義務） 

第１４条 甲は、委託業務の処理に関し、必要に応じて監査を行うことができるものとし、

乙はこれに応じなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第１５条 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事

故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報

の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を報告し、甲の指示に従わなければならな

い。 

２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、

証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、

緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて

当該事故に関する情報を公表することができる。 

（契約解除） 

第１６条 第２条から前条までの規定に違反する行為があったときは、甲は契約を解除す

ることができる。 

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、

その損害の賠償を請求することはできない。 

（損害賠償） 

第１７条 第２条から第１５条までの規定に違反する行為によって、甲が損害を受けたと

きは、乙はその損害を賠償しなければならない。受託業務が終了した後も同様とする。 

（罰則） 

第１８条 正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された豊島区個人情報

等の保護に関する条例（平成１２年豊島区条例第３号。以下｢条例｣という。）第２条第１
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項第４号アに係る個人情報ファイルを提供したときは、条例第４６条又は第４８条の規

定に基づき、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。 

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者  

２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金 

(2) 業務を受託した法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含

む。以下同じ。）又は人  

１００万円以下の罰金 

第１９条 受託業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を

図る目的で提供し、又は盗用したときは、条例第４７条又は第４８条の規定に基づき、

次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。 

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者 

 １年以下の懲役又は５０万円以下の罰金  

(2) 業務を受託した法人又は人 

 ５０万円以下の罰金 

以上 
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児童虐待・DV対策等総合支援事業を活用した支援対象児童等見守り強化事業委託の流れ

⑦ 個人情報の返還
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⑥ 受託業者から毎月１回報告

対象者抽出
③－２ 事業の案内及び申込書様式を対象者に送付

（２） 個人情報の収集

受託事業者は、支援対象者が記入した申込書

（別表『6「取り扱う個人情報」の項目』及び支援
の受取希望日時・方法を記入）を収集する。

⑤ 毎月１回、区指定場所または宅配による食料支

援の提供及び児童の状況の確認

今回の諮問事項

（１）区が支援提供に必要な個人情報を受託者に提供する際の取り扱い

（２）受託者が希望者への支援提供に必要な個人情報を収集する際の取扱い

（３）受託者が収集した個人情報を区に返還する際の取扱い

① 委託契約締結

（３）個人情報の返還

区から受託者に提供された個人情報を区へ返還する。

受託者が収集した個人情報を区へ返還する。

④ 希望者が受託事業者に申込書を提出

対象者抽出
③－１ 要支援世帯の本児業対象者に事業の案内及び申込書様式を送付

（１） 個人情報の提供

区は、支援の実施のために、必要な時に、区が

収集した個人情報を提供する。（別表『6「取り扱
う個人情報」の項目』）

② 本事業の対象世帯の抽出確認・突合対象者

突合作業

7
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 児童相談所設置準備担当

　　　　　 子育て支援課

7 目的外利用する時期
　及び期間

本審議会の承認後、令和４年４月からシステムを稼働し、情報を閲覧できるよう作業を行
う。

4 過去の類似案件 該当なし

5 諮問理由 本事業は新規事業であり、一括承認基準に該当しないため。

6 取り扱う個人情報

利用するもの 理　　　由

別表１、２のとおり
児童相談所業務及び子育て支援業務に
必要な情報であるため

諮問資料（目的外利用）
令和3年5月13日

豊島区では令和４年度中の児童相談所開設を予定しているが、児童相談所で
扱う業務は緊急性が高く、かつ迅速な対応が求められる。関係部署も多岐に
渡ることから、業務に必要な区保有の児童情報をあらかじめ関係部署の他シ
ステムとデータ連携させ、児童対応に必要な情報を的確かつ迅速に把握でき
るようシステムを整備することで初動対応を早め、更なる区民サービスの向
上を図る。

3 一括承認基準の該当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

類型なし 該当なし

5 理　由

1 件　　名 　児童相談所業務及び子育て支援業務に係る個人情報の目的外利用

2 業務の概要

1 内　容
児童相談所業務及び子育て支援業務を行うにあたり、関係部署で保有してい
る個人情報を目的外利用する。

2 対象者等

4 収集方法

（仮称）児童相談所業務システム及び子育て相談管理システムと関係部署の
他システムを連携し、児童相談所業務及び子育て支援業務に必要な情報を閲
覧する。
【児童相談所業務システム】課税情報、障害者手帳、生活保護、保育園・学
校等の在籍情報、母子保健の健診情報を連携し、閲覧する。
【子育て相談管理システム】新たに課税情報を連携し、閲覧する。

18歳未満の子どもと家族、養育者等（児童人口：約30,000人）

3 収集先
税務課、障害福祉課、生活福祉課、保育課、放課後対策課、健康推進課、学
務課

資料４
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別表１

６　児童相談所業務で取り扱う個人情報の項目（目的外）

処理業務：他システムデータ連携（課税情報）

項目名

1 宛名番号

2 課税年度

3 氏名

4 生年月日

5 続柄

6 所得内訳

7 所得合計

8 控除額内訳

9 控除額合計

10 扶養親族数内訳

11 控除後所得額

12 課税・非課税区分

処理業務：他システムデータ連携（障害者手帳）

項目名

1 宛名番号

2 等級

3 初回交付日

4 再交付日

5 廃止日

処理業務：他システムデータ連携（生活保護）

項目名

1 宛名番号

2 生保受給開始年月日

3 生保受給廃止年月日

4 生保受給停止年月日

処理業務：他システムデータ連携（在籍情報）

項目名

1 宛名番号

2 在籍校・園

処理業務：他システムデータ連携（母子保健の健診情報）

項目名

1 宛名番号

2 健康診査の種別

3 受診日

4 総合判定

5 判定

6 判定理由

7 予防接種種別

8 接種日

9 実施医療機関

10 予診日

2/3

　（資料４）別表１

2



別表２

６　子育て支援業務で取り扱う個人情報の項目（目的外）

処理業務：他システムデータ連携（課税情報）

項目名

1 宛名番号

2 課税年度

3 氏名

4 生年月日

5 続柄

6 所得内訳

7 所得合計

8 控除額内訳

9 控除額合計

10 扶養親族数内訳

11 控除後所得額

12 課税・非課税区分

3/3

　（資料４）別表２
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ケース支援に必要な情報であるた
め。

7 電算処理する時期
　及び期間

本審議会の承認後とする。

4 過去の類似案件 該当なし

5 諮問理由 新たな個人情報の電算処理及び電算処理の項目変更のため。

6 取り扱う個人情報

電算処理するもの 理　　　由

別表１、２のとおり

3 一括承認基準の該
当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

類型なし 該当なし

2 業務の概要

1 内　容

　平成28年の児童福祉法等の改正により、特別区でも政令の指定を受ける
ことで児童相談所を設置できるようになったことを受け、豊島区では令和
４年度中の児童相談所開設を予定している。豊島区児童相談所の開設によ
り、地域に根差したきめ細やかな対応が可能となるが、虐待対応に関連す
る個人情報の管理には確実性が求められることから個人情報の電算処理が
必要であり、新たに（仮称）児童相談所業務システムにより、個人情報の
電算処理を行う。
　児童相談所業務は、児童虐待に対する支援を行っている子ども家庭支援
センターの職員との業務連携が必須である。そのため、現在子ども家庭支
援センター等で使用している子育て相談管理システムの電算処理の項目を
変更し、密接な関係にある両業務のシステムを連携する。

2 対象者等 18歳未満の子どもと家族、養育者等（児童人口：約30,000人）

3 理　由
　児童相談所等で取り扱う区保有の児童情報や相談内容等をシステムで管
理し、電算処理することで円滑に業務を遂行し、相談対応業務等に注力で
きる環境を整えることによって、区民サービスの向上を図るため。

諮問資料（電算処理）

令和3年5月13日

1 件　　名
（仮称） 児童相談所業務システムによる個人情報の電算処理及びそれに伴う子育て相談
管理システムによる電算処理の項目変更

　　　　　 子育て支援課

 児童相談所設置準備担当

資料５
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児童相談所業務システム　管理情報
処理業務：相談（共通） 処理業務：相談（虐待）

項目名 項目名

1 氏名 1 通報者氏名

2 性別 2 通報者住所

3 住所 3 通報者連絡先

4 電話番号 4 通報内容

5 生年月日 5 虐待種別

6 職業 6 加害者氏名

7 勤務先 7 被虐児と加害者の関係

8 学校、保育園等,児の在籍先 8 関係者会議記録

9 健康状態

10 家族構成 処理業務：一時保護

11 家族関係図 項目名

12 親族氏名 1 入所形態（所内・委託）

13 親族生年月日 2 決定日

14 続柄 3 保護期間（開始・解除日）

15 親族勤務先・学校 4 委託先種別

16 相談日時 5 虐待加算（要否）

17 相談経路 6 経営主体

18 相談歴 7 通所部門（あり・なし）

19 相談方法 8 委託先名

20 相談主訴 9 委託先電話番号

21 相談内容記録 10 委託先住所

22 生活状況 11 退所先名

23 関係機関との連携状況 12 主担当者

24 本籍地 13 心理担当者

25 外国人登録地 14 医師

26 国籍 15 保護方法

27 在留資格 16 主訴

28 在留期間 17 解除後処遇

29 年金受給状況 18 保護・委託理由（理由、目的、注意事項など）

30 生活保護の有無 19 保護時の状態（身長、体重など）

31 手当受給状況

32 住居の状況 処理業務：一時保護（観察記録）

33 保険証種類（国民健康保険、社会保険） 項目名

34 保険証番号（保険証の記号・番号） 1 日時

35 保険証保険者（保険者名） 2 対応者

36 生活状況（養育、住居、経済、近隣状況） 3 心理司

37 成育歴（出産時の状態、既往症、生育史） 4 観察記録概要

5 観察記録内容

処理業務：心理診断

項目名 処理業務：医療受給者証

1 検査日 項目名

2 検査名 1 申請日

3 検査者名 2 受付日

4 検査場所 3 受給開始日

5 検査結果 4 受給者・児童・提出者情報

6 検査結果報告日 5 サービス利用の状況

7 所見 6 申請する施設支援の種類・内容

7 収入資産及び減免情報

8 災害情報

9 手帳・保健情報

10 上限管理情報

11 特記事項情報

12 利用予定施設情報

電算処理で取り扱う個人情報 別表１

児童相談所業務で

扱う虐待相談情報に

加え、現在子育て相

談管理システムで

扱っている虐待相談

情報を移行し、電算

処理する。

（資料５）別紙１
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処理業務：指導・措置 処理業務：里親

項目名 項目名

1 日時 1 里親種別

2 指導・措置内容 2 里親取消（あり・なし）

3 指導の解除など 3 登録日

4 措置の停止・変更 4 更新日

5 指導・措置の期間 5 里親氏名

6 担当者 6 性別

7 入所・委託先名 7 生年月日

8 入所・委託先電話番号 8 職業

9 入所・委託先住所 9 住所

10 措置などの理由 10 研修状況

11 解除の理由 11 家族状況

12 希望条件（年齢区分）

処理業務：指導・措置（法的対応） 13 希望条件（性別）

項目名

1 日時 処理業務：障害児施設給付費

2 児童虐待防止法関連（出頭要請など） 項目名

3 親権・後見人に関する請求 1 交付年月日

4 親権・後見人に関する承認 2 受給者番号（入所・医療）

5 家庭裁判所勧告（あり・なし） 3 有効期間

4 障害児入所給付費負担上限

処理業務：指導・診断 5 障害児入所医療費負担上限

項目名 6 食事療養負担上限

1 日時 7 支給額

2 行動区分 8 入所支援の種類及び内容

3 対象（児童・保護者など） 9 発行者

4 指導・診断（心理診断指導など）

5 対応者 処理業務：債権管理

6 心理司 項目名

7 検査（検査項目） 1 調停日

8 児童の所在先（在宅・一時保護・施設など） 2 発行日

9 指導・診断概要 3 納付期限

10 指導・診断内容（実施場所、面接の様子など） 4 納入方法（納入通知書、口座振替など）

11 主担当機関 5 調停金額

6 収納済額

処理業務：受診券 7 延滞金額

項目名 8 納入義務者名

1 交付年日 9 住所

2 受給者番号 10 電話番号

3 受診券返納（あり・なし） 11 金融機関名

4 発行者 12 口座種別

5 交付番号 13 口座番号

6 枝番号（再発行回数） 14 延納整理に関する対応記録（電話対応など）

処理業務：負担金

項目名

1 認定日

2 区分（本人認定・扶養義務者認定）

3 負担金徴収基準情報（税、収入、控除情報など）

4 負担金判定基準（階層・基準額）

5 負担金額（月額、日割り額）
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子育て相談管理システム　管理情報
処理業務：相談（共通） 処理業務：相談（発達）

項目名 項目名

1 氏名 1 児の成長記録

2 性別 2 出産時の様子

3 住所 3 既往歴・体質

4 電話番号 4 支援方針

5 生年月日 5 身心障害手帳の有無

6 職業 6 給付金受給の有無

7 勤務先

8 学校、保育園等,児の在籍先 処理業務：相談（虐待）

9 健康状態 項目名

10 家族構成 1 通報者氏名

11 家族関係図 2 通報者住所

12 親族氏名 3 通報者連絡先

13 親族生年月日 4 通報内容

14 続柄 5 虐待種別

15 親族勤務先・学校 6 加害者氏名

16 相談日時 7 被虐児と加害者の関係

17 相談経路 8 関係者会議記録

18 相談歴

19 相談方法 処理業務：相談（母子・女性）

20 相談主訴 項目名

21 相談内容記録 1 貸付の種類

22 生活状況 2 貸付金額

23 関係機関との連携状況 3 保証人氏名

24 本籍地 4 保証人住所

25 外国人登録地 5 保証人連絡先

26 国籍 6 生育歴

27 在留資格 7 処遇方針

28 在留期間 8 病院名

29 年金受給状況 9 出産予定日

30 生活保護の有無 10 世帯の収入

31 手当受給状況 11 加入保険種類

32 住居の状況 12 加入保険番号

13 税情報

処理業務：相談（親子遊びひろば） 14 妊婦健診経過

項目名 15 過去の就労状況

1 相談種別 16 学歴・学校名

2 訪問相談の形態 17 給付金受給内容

18 緊急一時保護先

処理業務：相談（巡回心理） 19 緊急一時保護実施期間

項目名 20 母子生活支援施設　入退所日

1 訪問保育園名 21 母子生活支援施設　経過記録

2 クラス名

3 保育園等訪問日時

4 カンファレンス参加者

5 カンファレンス記録

6 巡回相談経過記録

電算処理で取り扱う個人情報 別表２

現在子育て相談管

理システムで扱って

いる虐待相談情報を

児童相談所業務シ

ステムへ移行するこ

とに伴う電算処理の

項目変更

（資料５）別紙２
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諮問資料（業務委託）
令和3年5月13日

1 件　　名 （仮称）児童相談所業務システムの構築及び保守業務の委託に係る措置

　児童相談所設置準備担当

類型なし

2 業務の内容

本事業は、児童相談所の業務に関わる情報を管理するためのシステムの構築及び保守業務委託
である。

1 内  容

　令和４年度中の豊島区児童相談所開設にあたり、児童相談所等で取り扱う個人
情報を迅速かつ確実に管理し、相談対応業務等に注力できる環境を整えることに
より区民サービスの向上を図るため、（仮称）児童相談所業務システムの構築業
務を委託する。また、稼働後の使用方法等に関するヘルプ、システム障害対応、
不具合修正等に対応するための運用保守を実施する。

2 該当者等 18歳未満の子どもと家族、養育者等（児童人口：約30,000人）

3 委託理由
システム構築及び保守は専門的な知識及び技術が求められ、システムに精通した
事業者でなければ対応ができないため。

4 効  果

該当なし

3 一括承認基準の
　該当の有無

類　　　型 個人情報の項目

専門業者へ委託することにより使用方法の適切な助言、システム障害等の迅速な
原因究明と復旧作業、修正が可能である。

5 諮問理由 新たな個人情報の業務委託であるため。

6 取り扱う個人情報 別表「6 取り扱う個人情報の項目（構築及び保守委託）」のとおり

4 過去の類似案件 なし

10 契約締結予定日 本審議会承認後とする。

7 情報の保護
別紙１「個人情報　特記事項」のとおり（変更した条項：別表『７「情報の保護」の項目』
のとおり）

8 審議する対象範囲
別紙２「流れ図」のうち、次の範囲である。
（１）区から委託事業者へのシステム障害・不具合の復旧依頼、問合せによる個人情報の提供
（２）委託事業者から区への復旧・回復確認作業、問合せ対応による個人情報の参照

9 委託先 シャープマーケティングジャパン株式会社

資料６
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別表

6 取り扱う個人情報の項目（構築及び保守委託）

処理業務：相談（共通） 処理業務：相談（虐待）

項目名 項目名

1 氏名 1 通報者氏名

2 性別 2 通報者住所

3 住所 3 通報者連絡先

4 電話番号 4 通報内容

5 生年月日 5 虐待種別

6 職業 6 加害者氏名

7 勤務先 7 被虐児と加害者の関係

8 学校、保育園等,児の在籍先 8 関係者会議記録

9 健康状態

10 家族構成 処理業務：一時保護

11 家族関係図 項目名

12 親族氏名 1 入所形態（所内・委託）

13 親族生年月日 2 決定日

14 続柄 3 保護期間（開始・解除日）

15 親族勤務先・学校 4 委託先種別

16 相談日時 5 虐待加算（要否）

17 相談経路 6 経営主体

18 相談歴 7 通所部門（あり・なし）

19 相談方法 8 委託先名

20 相談主訴 9 委託先電話番号

21 相談内容記録 10 委託先住所

22 生活状況 11 退所先名

23 関係機関との連携状況 12 主担当者

24 本籍地 13 心理担当者

25 外国人登録地 14 医師

26 国籍 15 保護方法

27 在留資格 16 主訴

28 在留期間 17 解除後処遇

29 年金受給状況 18 保護・委託理由（理由、目的、注意事項など）

30 生活保護の有無 19 保護時の状態（身長、体重など）

31 手当受給状況

32 住居の状況 処理業務：一時保護（観察記録）

33 保険証種類（国民健康保険、社会保険） 項目名

34 保険証番号（保険証の記号・番号） 1 日時

35 保険証保険者（保険者名） 2 対応者

36 生活状況（養育、住居、経済、近隣状況） 3 心理司

37 成育歴（出産時の状態、既往症、生育史） 4 観察記録概要

5 観察記録内容

処理業務：心理診断

項目名 処理業務：医療受給者証

1 検査日 項目名

2 検査名 1 申請日

3 検査者名 2 受付日

4 検査場所 3 受給開始日

5 検査結果 4 受給者・児童・提出者情報

6 検査結果報告日 5 サービス利用の状況

7 所見 6 申請する施設支援の種類・内容

7 収入資産及び減免情報

8 災害情報

9 手帳・保健情報

10 上限管理情報

11 特記事項情報

12 利用予定施設情報

2/4
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処理業務：指導・措置 処理業務：里親

項目名 項目名

1 日時 1 里親種別

2 指導・措置内容 2 里親取消（あり・なし）

3 指導の解除など 3 登録日

4 措置の停止・変更 4 更新日

5 指導・措置の期間 5 里親氏名

6 担当者 6 性別

7 入所・委託先名 7 生年月日

8 入所・委託先電話番号 8 職業

9 入所・委託先住所 9 住所

10 措置などの理由 10 研修状況

11 解除の理由 11 家族状況

12 希望条件（年齢区分）

処理業務：指導・措置（法的対応） 13 希望条件（性別）

項目名

1 日時 処理業務：障害児施設給付費

2 児童虐待防止法関連（出頭要請など） 項目名

3 親権・後見人に関する請求 1 交付年月日

4 親権・後見人に関する承認 2 受給者番号（入所・医療）

5 家庭裁判所勧告（あり・なし） 3 有効期間

4 障害児入所給付費負担上限

処理業務：指導・診断 5 障害児入所医療費負担上限

項目名 6 食事療養負担上限

1 日時 7 支給額

2 行動区分 8 入所支援の種類及び内容

3 対象（児童・保護者など） 9 発行者

4 指導・診断（心理診断指導など）

5 対応者 処理業務：他システムデータ連携（課税情報）

6 心理司 項目名

7 検査（検査項目） 1 宛名番号

8 児童の所在先（在宅・一時保護・施設など） 2 課税年度

9 指導・診断概要 3 氏名

10 指導・診断内容（実施場所、面接の様子など） 4 生年月日

11 主担当機関 5 続柄

6 所得内訳

処理業務：受診券 7 所得合計

項目名 8 控除額内訳

1 交付年日 9 控除額合計

2 受給者番号 10 扶養親族数内訳

3 受診券返納（あり・なし） 11 控除後所得額

4 発行者 12 課税・非課税区分

5 交付番号

6 枝番号（再発行回数） 処理業務：他システムデータ連携（障害者手帳）

項目名

処理業務：負担金 1 宛名番号

項目名 2 等級

1 認定日 3 初回交付日

2 区分（本人認定・扶養義務者認定） 4 再交付日

3 負担金徴収基準情報（税、収入、控除情報など） 5 廃止日

4 負担金判定基準（階層・基準額）

5 負担金額（月額、日割り額） 処理業務：他システムデータ連携（生活保護）

項目名

1 宛名番号

2 生保受給開始年月日

3 生保受給廃止年月日

4 生保受給停止年月日
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処理業務：債権管理 処理業務：他システムデータ連携（在籍情報）

項目名 項目名

1 調停日 1 宛名番号

2 発行日 2 在籍校・園

3 納付期限

4 納入方法（納入通知書、口座振替など） 処理業務：他システムデータ連携（母子保健の健診情報）

5 調停金額 項目名

6 収納済額 1 宛名番号

7 延滞金額 2 健康診査の種別

8 納入義務者名 3 受診日

9 住所 4 総合判定

10 電話番号 5 判定

11 金融機関名 6 判定理由

12 口座種別 7 予防接種種別

13 口座番号 8 接種日

14 延納整理に関する対応記録（電話対応など） 9 実施医療機関

10 予診日

７　「情報の保護」の項目

変更した項目

第2条　取り扱う個人情報の範囲等 取り扱う個人情報を前記６のとおり限定

第4条　セキュリティ対策の整備義務

第7条　再委託の制限

第8条　複写又は複製の制限

第10条　資料等の返還義務

業務処理上、必要であると認められるため、ただし書の規定を設けて、複写
又は複製を「禁止」から 「制限」とした。

業務処理上、返還が困難である場合が認められるため、ただし書きの規定を
設けた。

業務処理上、再委託することが考えられるため、ただし書の規定を設けて、
再委託を「禁止」から「制限」とした。

受託業務の電算処理のため、条項を追加し、セキュリティ対策の管理義務を
強化するとともに研修や教育の実施を義務付け
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別紙１ 

個人情報 特記事項 

（基本的責務） 

第１条 （仮称）児童相談所業務システムの構築及び保守業務の受託事業者（以下「乙」

という。）は、個人情報の保護に関する豊島区（以下「甲」という。）の施策に協力する

とともに、個人情報の保護の重要性を認識し、受託業務の処理に当たって個人情報を取

り扱うときは、個人の権利利益を害することのないよう最大限配慮し、本個人情報特記

事項を遵守しなければならない。 

（取り扱う個人情報の範囲等） 

第２条 乙は、受託業務の処理に当たっては、別表に掲げる個人情報に限り取り扱うこと

ができるものとし、当該個人情報以外の個人情報の収集、保有、使用その他の取扱いを

してはならない。 

２ 乙は、受託業務に係る個人情報を取り扱う作業責任者及び作業従事者の氏名を、あら

かじめ甲に報告しなくてはならない。変更するときも、同様とする。 

（受託業務に従事する者の義務） 

第３条 受託業務に従事している者又は従事していた者は、受託業務に関して知り得た個

人情報を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。受託業務終了後も同様

とする。 

（セキュリティ対策の整備義務）

第４条 乙は、取り扱う個人情報の安全確保を図るための管理体制を整備しなければなら

ない。特に、受託業務を電子計算機により処理する場合は、不正アクセスやコンピュー

タウイルス等による個人情報の盗用、破壊、漏えい、改ざん等に対する防御対策を講じ

なければならない。

２ 乙は、受託業務に従事している者に対して、個人情報保護及び情報セキュリティに関

する研修又は教育を実施しなければならない。 

（目的外利用の禁止） 

第５条 乙は、第２条第１項別表に掲げる個人情報（以下「取り扱う個人情報」という。）

を受託業務の目的以外の目的で利用してはならない。

（外部提供の禁止）

第６条 乙は、取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。

（資料６）別紙１
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2 

（再委託の制限）

第７条 乙は、受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。ただし、受託業務の

処理上必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、受託業務の一部

を再委託できるものとする。

２ 乙は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、再委託先の名称、再委託する理

由、再委託して処理する内容、再委託において取り扱う情報、再委託先における安全性

及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上

で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければな

らない。

３ 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲

に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

４ 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続き方法につ

いて具体的に規定しなければならない。

５ 乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を監督するとと

もに、甲の求めに応じて、監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。

（複写又は複製の制限） 

第８条 乙は、取り扱う個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、受託業務の処

理上必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、この限りでない。 

（持ち出しの禁止）

第９条 乙は、取り扱う個人情報を事業所内から持ち出しをしてはならない。

（資料等の返還義務）

第１０条 乙は、受託業務が終了したときは、取り扱う個人情報が記録された資料（第８

条で規定する「複写又は複製したもの」を含む。）等を、速やかに、甲に返還しなければ

ならない。ただし、資料等の返還が困難であると認められる場合において、甲の承認を

受けたときは、当該資料等を廃棄できるものとする。

 ２ 乙は、前項ただし書の規定により廃棄するときは、当該資料等が第三者の利用に供

されることがないよう、物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要

な措置を講じなければならない。

 ３ 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応

じなければならない。

 ４ 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名

及びその内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。

（個人情報の取扱状況の報告）

第１１条 乙は、契約履行中において、個人情報の取扱いの遵守状況について「個人情報
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特記事項の遵守に関する報告書」により甲に報告しなければならない。

（監督に応じる義務）

第１２条 甲は、委託業務の処理において、取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、

乙に対する必要かつ適切な監督を行うものとし、乙はこれに応じなければならない。

（施設等の立入検査又は調査に応じる義務）

第１３条 甲は、個人情報の保護のため必要があるときは、委託業務を処理する施設等の

立入検査及び調査を行うことができるものとし、乙はこれに応じなければならない。

（監査に応じる義務）

第１４条 甲は、委託業務の処理に関し、必要に応じて監査を行うことができるものとし、

乙はこれに応じなければならない。

（事故発生時の対応）

第１５条 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事

故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報

の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を報告し、甲の指示に従わなければならな

い。

２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、

証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、

緊急時対応計画を定めなければならない。

３ 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて

当該事故に関する情報を公表することができる。

（契約解除）

第１６条 第２条から前条までの規定に違反する行為があったときは、甲は契約を解除す

ることができる。

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、

その損害の賠償を請求することはできない。

（損害賠償）

第１７条 第２条から第１５条までの規定に違反する行為によって、甲が損害を受けたと

きは、乙はその損害を賠償しなければならない。受託業務が終了した後も同様とする。

（罰則） 

第１８条 正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された豊島区個人情報

等の保護に関する条例（平成１２年豊島区条例第３号。以下｢条例｣という。）第２条第１

項第４号アに係る個人情報ファイルを提供したときは、条例第４６条又は第４８条の規
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定に基づき、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。 

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者  

２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金 

(2) 業務を受託した法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含

む。以下同じ。）又は人  

１００万円以下の罰金 

第１９条 受託業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を

図る目的で提供し、又は盗用したときは、条例第４７条又は第４８条の規定に基づき、

次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者 

 １年以下の懲役又は５０万円以下の罰金  

(2) 業務を受託した法人又は人 

 ５０万円以下の罰金 
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（仮称）児童相談所業務システムの流れ

相 談

東西子ども
家庭支援センター

子どもの権利
グループ

児童相談所

氏名、性別、住所、電話番号、生年月日、
職業、家族構成、続柄、相談記録、関係
機関、サービス受給状況等

・児童相談
・虐待通告
・一時保護

・児童相談
・虐待通告

・巡回心理
・発達相談
・親子遊び広場

庁内ネットワーク

児童相談所業務システムにて
管理（児童相談、虐待通告等）

相談情報の共有・閲覧
※アクセス制限付き

住民記録や税情報、他システムの
情報の閲覧は情報共通基盤を介し、
庁内のネットワーク上で行う

委託事業者
シャープマーケティング
ジャパン（株）

子ども家庭・女性
相談グループ

・児童相談所
・子どもの権利グループ

・東西子ども家庭支援センター
・子ども家庭・女性相談グループ

（１） （２）

区

今回の諮問事項

（１）区から委託事業者へのシステム障害・不具合の復旧依頼、問合せによる個人情報の提供

（２）委託事業者から区への復旧・回復確認作業、問合せ対応による個人情報の参照

別紙２

・女性相談・ひとり親

子育て相談管理システムにて
管理（巡回心理、発達相談等）

（資料６）別紙２
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■ システム構築イメージ

親
子
遊
び
広
場

巡
回
心
理
相
談

発
達
相
談

婦
人
相
談

児
童
相
談

児
童
相
談

指導・措置

ひ
と
り
親
相
談

虐
待
相
談

虐
待
相
談

データ連携

住基情報
課税情報

児童相談所 職員子ども家庭支援センター 職員 子ども家庭支援センター
子どもの権利グループ 職員

両システム共通入口

情報参照

※利用者ＩＤでアクセス先を制御

児童相談所業務システム
（児童相談所）

子育て相談管理システム
（子育て支援課）

※１ 赤枠や赤文字で示した箇所が新たにシステム構築する部分

情報参照

処理

デ
ー
タ
連
携

処理処理

里親管理

心理診断

指導診断

受診券発行

負担金管理
（債権管理）

一時保護
（観察記録）

障害児施設給付費
（医療受給者証）

住基情報
課税情報
障害者手帳
生活保護
保育園・学校等の
在籍情報
母子保健の健診情報
など

※２

※２ 子育て相談管理システムからデータ移行を実施

※１
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児童相談所設置準備状況の概要について 

１．児童相談所とは

（ １） 子どもや家庭に関する様々 な問題を解決する専門の相談機関です。

（ ２） 18歳未満の子どもの相談であれば、本人・ 家族・ 学校の先生・ 地域の方々 など、  

どなたからでもお受けします。  

（ ３） 児童福祉司、児童心理司、医師などの専門スタッフが相談・ 支援にあたります。 

（ ４） 児童福祉法第12条に基づき、都道府県・ 政令指定都市に設置義務があります。  

※平成28年の児童福祉法等の改正により、特別区でも政令の指定を受けることで

児童相談所を設置できるようになりました。  

【 参考】 特別区における児童相談所設置予定時期（ 令和３年５月時点）  

令和２年度
令和２年４月  世田谷区、江戸川区

令和２年７月  荒川区

令和３年度
令和３年４月  港区

令和４年２月  中野区

令和４年度
令和４年７月  板橋区

令和４年度中  豊島区

※上記７区の他、１５区が設置の方向で検討中

２．児童相談所設置後の児童相談行政の体制について

（ １） 児童虐待の相談・ 通告先は、児童相談所及び東部子ども家庭支援センターとし、

その対応は児童相談所が一元的に行います。ただし、児童相談所の対応よりも支

援的な関わりが望ましい場合は、東部子ども家庭支援センターの虐待対策ワーカ

ーが対応するなど、相談者の状況に応じて、適切かつ柔軟な対応を図ります。

参考資料
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（ ２） 東西２か所の子ども家庭支援センターは、これまでどおり、子育て支援の拠点と

して、子ども家庭相談（ 訪問相談を含む）、一時保育、ショートステイ、育児支

援ヘルパー派遣、各種講座等のサービス提供を積極的に展開します。

（ ３） 児童相談所と子ども家庭支援センターは、連携・ 協力してすべての児童家庭相談

を受け、それぞれの権限や専門性を行使し、関係機関（ 福祉事務所、保健所、民

生委員・ 児童委員、児童福祉施設、弁護士、学校、警察、医療機関等） と連携し

て問題にあたります。

【 児童相談所と子ども家庭支援センターの関係】

３．人材確保と育成

  児童相談所の開設に向け、児童福祉司、児童心理司及び児童指導員等専門職の新規

採用を計画的に実施しています。また、東京都や近隣自治体の児童相談所、一時保護

所及び児童養護施設等に職員を派遣し、実務経験を重ねるとともに、関係機関が実施

する研修等に積極的に参加し、専門的な知見を深めています。さらに、児童相談所業

務の経験者を任期付職員として採用することを検討しており、組織体制の強化に向け

て準備をすすめています。

 【 主な配置職員の職種】

常勤職員 所長・ 副所長・ 児童福祉司（ SV含む）・ 児童心理司（ SV含む）・ 児童
指導員（ 統括指導員含む）・ 保育士・ 保健師・ 看護師・ 栄養士・ 事務職

会計年度

任用職員

弁護士・ 警察OB（ 虐待対応強化専門員）・ 虐待対応協力員・ 医師・
養育家庭専門員・ 心理療法担当・ 学習指導員・ 夜間臨時指導員

児童相談所業務事務員・ 一時保護所管理業務支援員・ 電話相談員

※上記は現時点のもので今後変更する可能性あり

連携・ 協力して

虐待に迅速対応

＜子育て支援の拠点＞

児童相談所

西部子ども家庭支援センター 東部子ども家庭支援センター

・ 子育てひろば、一時保育 
・要保護児童対策地域協議会
（ 事務局）  
・ 児童虐待対応 

介入型アプローチ： 相談・ 通告
に基づき、児童虐待に対応 

・ 子育てひろば、一時保育 
・ 発達支援事業 

支援型アプローチ： 児童相談所

の対応よりも支援的な関わりが

望ましい場合、東部子ども家庭

支援センターが対応 
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４．施設整備について

老朽化した長崎健康相談所を改築し、児童相談所との複合施設として整備します。

  施設の複合化により、母子保健部局と子育て支援部局が今まで以上に緊密な連携を

図ることで、地域に根差した身近な相談窓口として、きめ細やかな対応や支援が可能

になります。

【 計画概要】

（ １） 計 画 地 豊島区長崎三丁目６番２４号（ 旧長崎健康相談所）  

（ ２） 延床面積 約3, 200㎡ 

（ ３） フロア構成等 

フロア 用途 機能 

３階 児童相談所 

（ 一時保護所機能含む。定員12名）

事務室、会議室、相談室、会議

室、医務室、居室、倉庫 等２階 

１階 長崎健康相談所、消防団施設 等 講堂、待合室、診察室 等 

地下１階 長崎健康相談所、共有 等 事務室、倉庫 等 

（ ４） イメージパース（ 北東側から）  

【 複合化によるメリット 】  

 ①一つの複合施設の中で、子育て不安の相談から保護や施設等への措置が必要な

相談まで、幅広く対応が可能 

 ②乳幼児健診や予防接種の受診状況、赤ちゃん訪問での様子等について、施設内

で情報共有し適切な支援や（ 問題が重篤化する前からの） 介入につなげること

で、育児負担の軽減や虐待の未然防止、早期発見・ 対応、重篤化防止が可能 

 ③妊娠期から妊婦やご家族の状況を把握することで、支援が必要な方を早期にキ

ャッチし、迅速かつ切れ目のない支援が可能

3



子育て支援課

1 件　　名
「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）」支給事業に係る個人情報の目
的外利用

4 収集方法

児童手当等の子育て支援課で保有している個人情報は、児童福祉システムか
ら該当する者を抽出する。
住民記録および個人住民税の情報は、各課において保有するデータをもとに
情報リストを作成し、紙のリスト、電子メール受信又はデータを格納した媒
体等により、その提供を受ける。

０歳～１８歳未満（障害がある場合は２０歳未満）の児童および児童の保護
者

3 収集先 子育て支援課、総合窓口課、税務課

5 理　由

諮問資料（目的外利用）
令和3年5月13日

①児童手当および特別児童扶養手当の情報を利用して支給するスキームが国
から示されたため
②上記①以外に支給対象者となる可能性がある者に対する通知送付および支
給要件の審査をするため

3 一括承認基準の該当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

類型なし 該当なし

2 業務の概要

1 内　容

①児童手当および特別児童扶養手当の支給に係る個人情報を利用して、給付
金の支給業務を行う。
②住民記録、個人住民税およびひとり親の各手当並びに医療費助成に係る個
人情報を利用して、上記①以外の対象者に対する通知および支給業務を行
う。

2 対象者等

7 目的外利用する時期
　及び期間

事業実施決定後

4 過去の類似案件

・「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）」（仮
称）支給事業にかかる児童手当受給者等の個人情報の目的外利用（2答申第37号）
・令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給事業にかかる児童手当受給者等の個人情報
の目的外利用（2答申第9号）
・特別定額給付金事業に係る個人情報の目的外利用（2答申第4号）

5 諮問理由 本業務は新規事業であり、一括承認基準にも該当しないため

6 取り扱う個人情報

利用するもの 理　　　由

別表のとおり 別表のとおり

1
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別表
項目 理由

1 氏名
2 通称名
3 生年月日
4 住所
5 電話番号
6 性別
7 続柄
8 国籍
9 宛名コード
10 世帯コード
11 個人番号
12 受給者番号
13 認定番号
14 在留資格
15 在留期限
16 在留開始日・終了日
17 世帯状況
18 住民日・非住民日
19 住民日・非住民日異動日
20 送付先住所
21 送付先氏名
22 転出先情報
23 転入元情報
24 申請年月日
25 認定・消滅年月日
26 認定・消滅事由
27 認定状態
28 資格状態
29 変更年月日
30 変更理由
31 却下・取下日
32 却下取下理由
33 税情報
34 口座情報
35 児童情報
36 監護状況
37 同居・別居
38 別居先情報
39 世帯・同居者状況
40 不備書類
41 配偶者有無
42 配偶者氏名
43 配偶者住所
44 異動事由
45 注意表示
46 支払状況
47 差止状況
48 支給開始年月

・児童手当、特別児童手当の情報を利用し、積極支給
対象者に対して通知および給付金の支給を行うため
・住民記録情報及び税情報を利用し、申請が必要な者
に対して通知、審査および給付金の支給を行うため
・低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親
世帯分）、児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親医療
費助成の情報を利用し、重複支給をしないようにするた
め

3
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別表のとおり

7 電算処理する時期
　及び期間

事業実施決定後

4 過去の類似案件
・特別定額給付金事業管理システム（仮称）による個人情報の電算処理（2答申第6号）
・臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金システム（仮称）による個人情報の電算処理
（25答申第14号）

5 諮問理由 本業務は新規事業であり一括承認基準にも該当しないため

6 取り扱う個人情報

電算処理するもの 理　　　由

別表のとおり

3 一括承認基準の該当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

類型なし 該当なし

2 業務の概要

1 内　容
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）に係る業務を処
理するため、管理システムを構築し、電算処理を行う。

2 対象者等
０歳～１８歳未満（障害がある場合は２０歳未満）の児童および児童の保
護者

3 理　由
給付金事業の給付金支給対象者および申請者の管理、口座情報、支給決定
情報等の情報を電算処理し、円滑に業務を遂行するため。

諮問資料（電算処理）

令和3年5月13日

子育て支援課

1 件　　名
「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）事業管理システム」（仮称）
による個人情報の電算処理

1
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別表

1 氏名
2 通称名
3 生年月日
4 住所
5 電話番号
6 性別
7 続柄
8 国籍
9 宛名コード
10 世帯コード
11 個人番号
12 認定番号
13 在留資格
14 在留期限
15 在留開始日・終了日
16 世帯状況
17 住民日・非住民日
18 住民日・非住民日異動日
19 送付先住所
20 送付先氏名
21 転出先情報
22 転入元情報
23 申請年月日
24 認定・消滅年月日
25 認定・消滅事由
26 認定状態
27 資格状態
28 変更年月日
29 変更理由
30 却下・取下日
31 却下取下理由
32 税情報
33 所得情報
34 口座情報
35 児童情報
36 監護状況
37 同居・別居
38 別居先情報
39 世帯・同居者状況
40 不備書類
41 配偶者有無
42 配偶者氏名
43 配偶者住所
44 異動事由
45 注意表示
46 支払状況
47 差止状況
48 支給開始年月
49 申請区分
50 受理年月日
51 本人確認方法
52 通知戻表示
53 返戻区分
54 通知戻日
55 再送付日 給付金支給業務の管理情報
56 決定区分
57 決定通知書送付日
58 決定通知書戻日
59 支給状況
60 支給区分
61 支給口座情報
62 振替不能情報
63 不能通知発送日

児童手当、特別児童扶養手当、児童扶養手当、児童育
成手当、ひとり親医療費助成、低所得の子育て世帯生
活支援特別給付金（ひとり親分）、住民記録、住民税の
情報および事業者が収集した情報

3
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諮問資料（業務委託）
令和3年5月13日

子育て支援課

1 件　　名 「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）」事業の委託に係る措置

2 業務の内容

本事業は、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）事業に係る業務委託であ
る

1 内  容

①申請書の作成、印刷、印字、封入・封緘、発送業務
②申請書受領、支給データ作成
③支給決定通知作成、印刷、印字、封入・封緘、発送業務
④返戻書類処理、再発送業務
⑤コールセンターの設置・運営業務
⑥窓口業務

2 該当者等 ０歳～１８歳未満（障害がある場合は２０歳未満）の児童および児童の保護者

3 委託理由

本業務の遂行にあたっては、短期間で集中的な対応が求められるため、業務を一
体的に管理し、各種の業務を相互に関連付けながら円滑に実施する必要がある。
また、各々の業務のピークが推移する中で、人員配置についても合理的な運用を
図る必要がある。このため、専門的なノウハウを持つ事業者を活用し、一連の業
務を一括委託することで、より効率的・効果的な事業執行を行うものである。

4 効  果
専門性を活かした事務処理や業務の繁閑に応じた人員配置等が可能となること
で、窓口や電話等における区民への適切な対応、正確かつ迅速な事業実施が図ら
れる。

該当なし

5 諮問理由 本業務は新規事業であり一括承認基準にも該当しないため

6 取り扱う個人情報 別表　6「取り扱う特定個人情報ファイル」の項目のとおり

4 過去の類似案件
・特別定額給付金事業の委託に係る措置（2答申第8号）
・臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金支給業務の委託に係る措置（25答申第16号）

3 一括承認基準の
　該当の有無

類　　　型 個人情報の項目

類型なし

10 契約締結予定日 事業実施決定後

7 情報の保護 別表　7「情報の保護」の項目のとおり

8 審議する対象範囲

別紙２「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）事業の流れ」のうち、次の
範囲である。
（１）対象者の特定、申請書等の印刷、封入封緘及び発送業務における個人情報の取り扱い
（２）コールセンター業務における必要に応じた個人情報の参照や区民から収集した個人情報
の取り扱い
（３）受付業務における個人情報の内容確認や必要に応じて区民から収集した個人情報の取り
扱い
（４）データ入力、各種通知に係る業務における個人情報の取り扱い

9 委託先 プライバシーマークを取得している事業者より選定し特命随意契約する。

1
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別表

6 「取り扱う特定個人情報ファイル」の項目

1 氏名
2 通称名
3 生年月日
4 住所
5 電話番号
6 性別
7 続柄
8 国籍
9 宛名コード
10 世帯コード
11 個人番号
12 認定番号
13 在留資格
14 在留期限
15 在留開始日・終了日
16 世帯状況
17 住民日・非住民日
18 住民日・非住民日異動日
19 送付先住所
20 送付先氏名
21 転出先情報
22 転入元情報
23 申請年月日
24 認定・消滅年月日
25 認定・消滅事由
26 認定状態
27 資格状態
28 変更年月日
29 変更理由
30 却下・取下日
31 却下取下理由
32 税情報
33 口座情報
34 児童情報
35 監護状況
36 同居・別居
37 別居先情報
38 世帯・同居者状況
39 不備書類
40 配偶者有無
41 配偶者氏名
42 配偶者住所
43 異動事由
44 注意表示
45 支払状況
46 差止状況
47 支給開始年月

取り扱う個人情報及び収集並びに提供するもの
必要な理由

1 区が収集して事業者に提供するもの

・児童手当、特別児童手当の情報を利用し、積極支給
対象者に対して通知および給付金の支給を行うため
・住民記録情報及び税情報を利用し、申請が必要な者
に対して通知、審査および給付金の支給を行うため
・低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親
世帯分）、児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親医療
費助成の情報を利用し、重複支給をしないようにするた
め
・問合せ対応のため

3
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2 事業者が必要に応じて収集するもの 必要な理由
1 （申請者）氏名
2 （申請者）生年月日
3 （申請者）住所
4 （申請者）電話番号
5 （申請者）性別
6 （配偶者）氏名
7 （配偶者）同居・別居
8 支給要件
9 （児童）氏名
10 （児童）続柄
11 （児童）性別
12 （児童）生年月日
13 （児童）同居・別居
14 （児童）住所
15 （児童）監護、生計の状況
16 （児童）手当受給状況
17 （申請者）口座情報
18 （申請者）公務員児童手当受給状況
19 （申請者・配偶者）所得情報

7 「情報の保護」の項目

変更した理由

取り扱う個人情報を前記６のとおり限定

業務処理上必要となる可能性があるため、再委託の
「禁止」を「制限」へ。

業務処理上必要となる可能性があるため、ただし書き
を追加し、「禁止」を「制限」へ。

業務処理上必要となる可能性があるため、ただし書き
を追加し、「禁止」を「制限」へ。

　受託業務の電算処理をするために、特別条項を加
え、セキュリティ対策の管理義務を強化 した。

第2条　取り扱う特定個人情報の範囲等
 （1）受託業務の処理のために甲から提供される
     次の特定個人情報等
 （2）受託業務の処理のために収集する次の特定個人
　　 情報等

第7条　複写又は複製の制限

第17条  セキュリティ対策の整備義務

別紙1「特定個人情報等　特記事項」のとおり
変更した条項

・申請が必要な者から申請があった場合の審査および
支給を行うため
・問合せ対応のため

第8条　持ち出しの制限

第6条　再委託の制限

4



別紙１ 

特定個人情報等 特記事項 

（基本的責務） 

第１条 個人番号利用事務又は個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた「低所得の子

育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）」事業の受託事業者（以下「乙」という。）は、

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号以下「番号法」という。）に基づく個人番号及び特定個人情報（以下「特定個人情報

等」という。）の保護に関する豊島区（以下「甲」という。）の施策に協力するとともに、特

定個人情報等の保護の重要性を認識し、受託業務の処理に当たって特定個人情報等を取り扱

うときは、個人の権利利益を害することのないよう最大限の配慮をしなければならない。 

（取り扱う特定個人情報等の範囲等） 

第２条 乙は、受託業務の処理に当たっては、次に掲げる特定個人情報等に限り取り扱うこと

ができるものとし、当該特定個人情報等以外の特定個人情報等の収集、保有、使用その他の

取り扱いをしてはならない。 

(1) 受託業務の処理のために甲から提供される次の特定個人情報等 

  氏名、通称名、生年月日、住所、電話番号、性別、続柄、国籍、宛名コード、世帯コード、

個人番号、認定番号、在留資格、在留期限、在留開始日・終了日、世帯状況、住民日・非住

民日、住民日・非住民日異動日、送付先住所、送付先氏名、転出先情報、転入元情報、申

請年月日、認定・消滅年月日、認定・消滅事由、認定状態、資格状態、変更年月日、変更理

由、却下・取下日、却下・取下理由、税情報、口座情報、児童情報、監護状況、同居・別

居、別居先情報、世帯・同居者状況。不備書類、配偶者有無、配偶者氏名、配偶者住所、異

動事由、注意表示、支払状況、差止状況、支給開始年月 

(2) 受託業務の処理のために収集する次の特定個人情報等 

  ①氏名、生年月日、住所、電話番号、性別、続柄、配偶者有無、配偶者氏名、監護状況、同

居・別居、別居先情報、所得情報、口座情報 

  ②その他受託業務の処理のために必要となる特定個人情報等で、収集に当たって事前に甲

と協議し、甲の承認を得たもの 

２ 乙は、受託業務に係る特定個人情報等を取り扱う責任者及び担当者の氏名を、あらかじめ

甲に報告するものとする。

（受託業務に従事する者の秘密保持の義務） 

第３条 受託業務に従事している者又は従事していた者は、受託業務に関して知り得た特定個

人情報等を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。受託業務終了後も同様と

する。 

（目的外使用の禁止） 

第４条 乙は、第２条第１項各号に掲げる特定個人情報等（以下「取り扱う特定個人情報等」

という。）を受託業務の目的以外の目的に使用してはならない。 

5

（資料９）別紙１



（外部提供の禁止） 

第５条 乙は、取り扱う特定個人情報等を第三者（甲及び乙以外のものをいう。以下同じ。）に

提供してはならない。 

（再委託の制限） 

第６条 乙は、受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。ただし、受託業務の処理上

必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、受託業務の一部を再委託

できるものとする。 

２ 乙は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、再委託先（以下「丙」という）の名

称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託において取り扱う情報、丙における

安全性及び信頼性を確保する対策並びに丙に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、

業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければならない。 

３ 前項の場合、乙は、丙に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、

丙の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

４ 乙は、丙との契約において、丙に対する管理及び監督の手続き方法について具体的に規定

しなければならない。 

５ 乙は、丙に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を監督するとともに、甲の

求めに応じて、監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。 

（複写又は複製の制限） 

第７条 乙は、取り扱う個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、受託業務の処理上

必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、この限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書の規定により複写又は複製したときは、受託業務終了後直ちに当該複

写又は複製したものが第三者の利用に供されることがないよう、物理的な破壊その他当該個

人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 

３ 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなけ

ればならない。 

４ 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及びそ

の内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。 

（持ち出しの制限） 

第８条 乙は、取り扱う個人情報を事業所内から持ち出しをしてはならない。ただし、受託業

務の処理上必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、この限りでは

ない。この場合は、持ち出し記録（持ち出し事由・日時・返却日時・担当者等）を作成し、保

管場所の確認を行わなければならない。 

（資料等の返還義務） 

第９条 乙は、受託業務が終了したときは、取り扱う特定個人情報等が記録された資料等を、

速やかに、甲に返還しなければならない。 

6



（特定個人情報を取り扱う従業員の明確化） 

第１０条 乙は特定個人情報等を取り扱う事務名、部署名、責任者及び担当者名等を明確にし

なければならない。 

（事故発生時等の報告義務） 

第１１条 乙は、受託業務の処理に関して事故が発生したときは、速やかに、その状況を甲に

報告し、甲の指示を受けなければならない。 

２ 前項のほか、乙は、甲の求めに応じて、受託業務の処理の状況又は結果を甲に報告しなけ

ればならない。 

（施設等の立入検査又は実地調査に応じる義務） 

第１２条 甲は、特定個人情報等の保護のため必要があるときは、委託業務を処理する施設等

の立入検査及び実地調査を行うことができるものとし、乙はこれに応じなければならない。 

（監査に応じる義務） 

第１３条 甲は、委託業務の処理に関し、必要に応じて監査を行うことができるものとし、乙

はこれに応じなければならない。 

（監督に応じる義務） 

第１４条 甲は、委託業務の処理において、取り扱う特定個人情報等の安全管理が図られるよ

う、乙に対する必要かつ適切な監督を行うものとし、乙はこれに応じなければならない。甲

は再委託以降についても間接的に監督義務を負い、乙から委託（再々委託以降を含む）を受

けたものもこれに応じなければならない。 

（契約解除） 

第１５条 第２条から前条までの規定に違反する行為があったときは、甲は契約を解除するこ

とができる。 

（損害賠償） 

第１６条 第２条から第１５条までの規定に違反する行為によって、甲が損害を受けたときは、

乙はその損害を賠償しなければならない。受託業務が終了した後も同様とする。 

（セキュリティ対策の整備義務） 

第１７条 乙は、取り扱う特定個人情報等の安全確保を図るための管理体制を整備しなければ

ならない。 

特に、受託業務を電子計算機により処理する場合は、不正アクセスやコンピュータウイル 

ス等による特定個人情報等の盗用、破壊、漏えい、改ざん等に対する防御対策を講じなけれ

ばならない。 

２ 乙は、受託業務に従事している者に対して、特定個人情報等の保護及び情報セキュリティ
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に関する研修又は教育を実施しなければならない。 

（漏えい事案等が発生した場合の責任） 

第１８条 特定個人情報等の漏えい事案が発生した場合は、甲が当該事案に伴う損害賠償請求

受けた際の乙の責任に応じた当該損害賠償の負担を行うこととする。 

（罰則） 

第１９条 個人番号利用事務又は個人番号関係事務に従事する者又は従事していた者が、正当

な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定

個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。）

を提供したときは、番号法第５１条の規定に基づき、４年以下の懲役若しくは２００万円以

下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

第２０条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の

不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、番号法第５２条の規定に基づき、３

年以下の懲役若しくは１５０万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

第２１条 情報提供等事務（番号法第１９条第７号の規定による特定個人情報の提供の求め又

は提供に関する事務をいう。）に従事する者又は従事していた者が、その業務に関して知り得

た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、番号法第５３条の規定に基づき、

３年以下の懲役若しくは１５０万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
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「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）」支給事務の流れ 別紙２
審議する対象範囲

(1)対象者の特定、申請書等の印刷、封入封緘及び発送等業務における個人情報の取り扱い
(2)コールセンター業務における必要に応じた個人情報の参照や区民から収集した個人情報の取り扱い
(3)受付業務における個人情報の内容確認や必要に応じて区民から収集した個人情報の取り扱い
(4)データ入力、各種通知に係る業務における個人情報の取り扱い

豊島区 業務委託区民

（１）対象者の特定、

申請書等の印刷、封入封緘及び発送等業務

（４）データ入力・各種通知に係る業務

支給決定通知

不備通知作成 作成及び発送

口座振替不能通知

（３）受付業務

窓口対応・申請受付・内容確認、申請書再発行、

進捗案内、不備対応等

入金処理

郵送

申請書受領

再申請（＃へ）

支給決定通知受領 郵送 支給決定通知発送

不達・返戻

口座振替不能通知発送

エラーチェック・

エラーデータ作成

振替不能

申請書受付・支給等情報

の連携は随時更新

記録媒体

記録媒体

記録媒体

直接持参等

郵送

申請書記載＃

給付金受領

記録媒体
口座振替不能通知受領

口座確認 再申請

（２）コールセンター業務

随時問合せ受付。内容により区へエスカレーション

不備チェック

不備 ＯＫ

不備通知作成 データ入力

支給予定データ作成※

支給決定データ作成

記録媒体

申請書受領

積極支給対象者

（４）へ

システム（データ抽出）

確認・最終審査

電話問い合わせ

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

各手当等の受給者情報等

の連携は随時更新

記録媒

対象者データ処理

申請が必要となる者

申請書等の印刷、封入封緘および発送等業務
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1 件　　名 インターネットサイトによる寄附金の募集・受付・収納代行業務に係る電子計算機の結合

4 結合方法
　受託者となる株式会社さとふるの電子計算機と区の電子計算機とをイン
ターネット回線で結合する。

　寄附者（サイト利用者）

3 相手先 　株式会社さとふる及び提携企業

子ども若者課長

5 理　由

諮問資料（電子計算機の結合）

令和3年5月13日

　寄附者が２４時間いつでも寄附の申込をすることができ、寄附者の利便性
が高くなるため。管理者専用サイト上での寄附者情報の閲覧・確認と盛り込
まれたデータの出力が可能となり、申込情報と決済結果情報を迅速、かつ正
確に確認することができる。

3 一括承認基準の該
当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

　類型なし 　該当なし

2 業務の概要

1 内　容

　子ども・若者・家庭支援に係る寄附金を募るため、インターネットサイト
による寄附金の募集・受付・収納業務を行う。現在、文化観光課と受託者で
ある株式会社さとふるが締結している「インターネットサイトによる寄附金
の募集・受付・収納代行業務」の委託契約の範囲内で実施するもの。区と受
託者との間で管理専用サイトを介して寄附者情報データと決済結果データの
確認を行う。

2 対象者等

7 電子計算機の結合
　する時期及び期間

　本審議会の承認後、終期は定めずに毎年度実施する。

4 過去の類似案件
（仮称）マンガの聖地としまミュージアム整備に係るインターネットサイトによる寄附金
の募集・受付・収納代行業務に係る電子計算機の結合（３０答申第５号）

5 諮問理由 　過去に類似案件はあるが、新規事業であり、一括承認基準に該当がないため。

6 取り扱う個人情報

電子計算機と結合するもの 理　　　由

　別表のとおり 　別表のとおり
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別表

選択した使途

使途に対する希望金額

生年月日

支払方法

情報の項目 理由

電子計算機の結合で取り扱う個人情報

受付ステータス（お礼品配送情報）

寄附金額

寄附受付日

選択したお礼品

寄附確定日

ふるさと納税サイトの会員登録及び寄附の
申込のため。
寄附者を特定し、申込・収納情報を管理す
るため。
寄附金の決済を行うため。

ご意見

お礼品配送先情報

アンケート回答

名前（フリガナを含む）

住所（郵便番号を含む）

電話番号

性別

氏名の公開／非公開

3
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諮問資料（業務委託）
令和3年5月13日

保育課

1 件　　名 　児童福祉補助システムの改修及び保守業務委託に係る措置

　類型なし

2 業務の内容

　本業務委託は、「児童福祉補助システムの保守及び改修」に係る業務委託である。

1 内  容
児童福祉補助システムについて、改修や統計処理及びプログラムの再構築並びに
保守業務を委託する。

2 該当者等
・保育施設に在籍している児童および保護者
・教育・保育給付認定、施設等利用給付認定を受けている者、過去に受けていた
者

3 委託理由
システムの改修及び保守を専門業者に委託することがシステムの安定稼働に不可
欠であるため。

4 効  果

　該当なし

3 一括承認基準の
　該当の有無

類　　　型 個人情報の項目

専門性が高い事業者が改修及び保守業務を行うことで、安定的なシステム稼働が
期待できる。

5 諮問理由 　事例に挙げる項目以外の個人情報の提供が必要なため

6 取り扱う個人情報 　別表『6「取り扱う個人情報」の項目』のとおり

4 過去の類似案件 　私立幼稚園補助金システムの改修及び保守業務委託に係る措置

10 契約締結予定日 　令和3年6月1日から令和4年3月31日まで

7 情報の保護
　別紙１「特記事項」（他の業務と合わせた委託契約とする予定）のとおり
　（変更した条項　別表『7「情報の保護」の項目』のとおり）

8 審議する対象範囲

　別紙２「流れ図」のうち、次の範囲である。

　1　区から受託業者へ提供する個人情報の取り扱い
　2  受託者が保守業務委託で扱う個人情報の取り扱い

9 委託先 　株式会社FSK

1
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別表

第2条　取り扱う個人情報の範囲等
　特定される範囲の内容を明らかにした。
  6「取り扱う個人情報」のとおり

第14条  セキュリティ対策の整備義務
　受託業務の電算処理をするために、特別条項を
加え、セキュリティ対策の管理義務を強化した。

7 「情報の保護」の項目

別紙1「特記事項」のうち変更じた条項

変更した条項 変更した理由

6 「取り扱う個人情報」の項目

1 区が収集して事業者に提供する情報 理　　　由

①　保護者氏名
②　住所
③　電話番号
④　申請年月日
⑤　保育園名
⑥　入園年月日
⑦　園児氏名
⑧　生年月日
⑨　性別
⑩　年齢区分(クラス年齢)
⑪　選考状況
⑫　転園状況
⑬　申請内容（当該年度及び前年度以前）
⑭　世帯状況
⑮　続柄
⑯　保育必要事由・必要量
⑰　口座情報
⑱　異動状況
⑲　保育料
⑳　所得・課税情報
　在園状況
　宛名コード
　備考欄
　延長保育利用料・日数
　認定区分及び認定有効期間
　世帯コード
　解除日
　DVフラグ

児童福祉補助システムに必要な情報のため
（システム画面における個人情報）

3
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特  記  事  項 

 （基本的責務） 

第１条 児童福祉補助システムのプログラム保守委託業務の受託事業者（以下

「乙」という。）は、個人情報の保護に関する豊島区（以下「甲」という。）

の施策に協力するとともに、個人情報の保護の重要性を認識し、受託業務の

処理に当たって個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を害することの

ないよう最大限配慮し、本個人情報特記事項を遵守しなければならない。 

（取り扱う個人情報の範囲等） 

第２条 乙は、受託業務の処理に当たっては、次に掲げる個人情報に限り取り

扱うことができるものとし、当該個人情報以外の個人情報の収集、保有、使

用その他の取扱いをしてはならない。 

(1) 受託業務の処理のために甲から提供される次の個人情報 

① 選考会名簿・内定名簿システム、 

② 現況届管理システム 

③ 在園児管理システム 

④ 受理簿システム 

⑤ 施設等利用給付認定システム 

ア.保護者氏名 

イ.住所 

ウ.電話番号 

エ.申請年月日 

オ.保育園名 

カ.入園年月日 

キ.園児氏名 

ク.生年月日 

ケ.性別 

コ.年齢区分(クラス年齢) 

サ. 選考状況 

シ.転園状況 

ス.申請内容（当該年度及び前年度以前） 

セ.世帯状況 

ソ.続柄 

タ.保育必要事由・必要量 

チ.口座情報 

ツ.異動状況 

テ.保育料 
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ト.所得・課税情報 

ナ.補助金額・世帯区分 

ニ.在園状況 

ヌ.宛名コード 

ネ.備考欄 

ノ.延長保育利用料・日数 

ハ.認定区分及び認定有効期間 

ヒ.世帯コード 

フ.解除日 

ヘ. DV フラグ 

２ 乙は、受託業務に係る個人情報を取り扱う責任者及び作業従事者の氏名を、

あらかじめ甲に報告しなくてはならない。変更するときも、同様とする。 

 （受託業務に従事する者の義務） 

第３条 受託業務に従事している者又は従事していた者は、受託業務に関して 

知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。 

 受託業務終了後も同様とする。 

 （セキュリティ対策の整備義務） 

第４条 乙は、取り扱う個人情報の安全確保を図るための管理体制を整備しな

ければならない。特に、受託業務を電子計算機により処理する場合は、不正ア

クセスやコンピュータウイルス等による個人情報の盗用、破壊、漏えい、改ざ

ん等に対する防御対策を講じなければならない。 

２ 乙は、受託業務に従事している者に対して、個人情報保護及び情報セキュリ

ティに関する研修又は教育を実施しなければならない。 

 （目的外使用の禁止） 

第５条 乙は、第２条第１項各号に掲げる個人情報（以下「取り扱う個人情報」

という。）を受託業務の目的以外の目的で利用してはならない。

（外部提供の禁止）

第６条 乙は、取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。

（再委託の禁止）

第７条 乙は、受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。

 （複写又は複製の禁止）

第８条 乙は、取り扱う個人情報を複写又は複製してはならない。
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 （持ち出しの禁止） 

第９条 乙は、取り扱う個人情報を事業所内から持ち出しをしてはならない。 

（資料等の返還義務）

第１０条 乙は、受託業務が終了したときは、取り扱う個人情報が記録された

資料等を、速やかに、甲に返還しなければならない。

 （個人情報の取扱状況の報告）

第１１条 乙は、契約履行中において、個人情報の取扱いの遵守状況について、

「個人情報の特記事項の遵守に関する報告書」により甲に報告しなければな

らない。

 （監督に応じる義務）

第１２条 甲は、委託業務の処理において、取り扱う個人情報の安全管理が図ら

れるよう、乙に対する必要かつ適切な監督を行うものとし、乙はこれに応じな

ければならない。

 （施設等の立入検査又は調査に応じる義務）

第１３条 甲は、個人情報の保護のために必要があるときは、委託事業を処理す

る施設等の立入検査及び調査を行うことができるものとし、乙はこれに応じ

なければならない。

 （監査に応じる義務）

第１４条 甲は、委託業務の処理に関し、必要に応じて監査を行うことができ

るものとし、乙はこれに応じなければならない。

 （事故発生時等の報告義務）

第１５条 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合

は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に報告して、当

該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を報告

し、甲の指示に従わなければならない。

２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係

者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ

適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。

３ 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必

要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。

 （契約解除）

第１６条 第２条から前条までの規定に違反する行為があったときは、甲は契
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約を解除することができる。

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、

甲に対して、その損害の賠償を請求することはできない。

 （損害賠償）

第１７条 第２条から第１５条までの規定に違反する行為によって、甲が被害

を受けたときは、乙はその損害を賠償しなければならない。受託業務が終了

した後も同様とする。

（罰則） 

第１８条 正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された豊島

区個人情報等の保護に関する条例（平成１２年豊島区条例第３号。以下｢条例｣

という。）第２条第１項第４号アに係る個人情報ファイルを提供したときは、

条例第４６条又は第４８条の規定に基づき、次の各号に掲げるものは、それぞ

れ当該各号の刑に処せられる。 

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者 ２年以下の懲役又は

１００万円以下の罰金 

(2) 業務を受託した法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある

ものを含む。以下同じ。）又は人 １００万円以下の罰金 

第１９条 受託業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不

正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、条例第４７条又は第４

８条の規定に基づき、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処

せられる。

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者 １年以下の懲役又は

５０万円以下の罰金  

(2) 業務を受託した法人又は人 ５０万円以下の罰金 

8



今回諮問事項

（１）区から受託業者へ提供する個人情報の取り扱い

（２）受託者が保守業務委託で扱う個人情報の取り扱い

 区サーバ

　　　データ

　　プログラム保守

区が管理しているサーバ内で
システムを管理する。

システム保守・改修委託の流れ

区 受託事業者

別紙２

選考会名簿・内定名簿システム

現況届管理システム

在園児管理システム

受理簿システム

施設等利用給付認定システム

住民基本台帳システム

児童福祉システム

対象者の
データとりこみ

（１）データ提供

・サーバ上にデータを作成

（２）プログラム保守・改修

9
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園児の登降園管理、保育記録・指導
計画等の作成、職員のスケジュール
管理等に必要なため。

7 電算処理する時期
　及び期間

本審議会で承認後、業者選定についての仕様を確定する。

4 過去の類似案件  校務支援システムによる個人情報の電算処理（25答申第6号）

5 諮問理由 本業務は、新たな個人情報の電算処理であるため。

6 取り扱う個人情報

電算処理するもの 理　　　由

別表の通り

3 一括承認基準の該当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

類型なし 該当なし

2 業務の概要

1 内　容

区立保育園において、登降園時間等管理による延長保育料計算の他、日々
の各記録（保育記録・保育日誌・保健記録）をもとに、各書類（指導計
画・年案・月案・週案・要録）の作成を連動して行うシステムを導入す
る。なお、園児情報、保育記録等はインターネット環境を利用したクラウ
ドサービスにて保管する。

2 対象者等
区立保育園の園児（約2,000人）、保護者（約4,000人）
区立保育園に勤務する職員

3 理　由

　園児の基本情報等を登録したうえで、登降園管理の自動化や各記録の
データ管理を行う。加えて保護者専用サイトが設け、欠席連絡等の園との
やり取りをオンライン上で行うことで、保護者の負担軽減、保育園への満
足度の上昇を図る。
　また、同時に保育士業務の効率化、負担軽減を図る。それにより園児に
向き合う時間や保護者とのコミュニケーションの機会が増加し、よりきめ
細かく安全に配慮した保育を提供する。

諮問資料（電算処理）

令和3年5月13日

保育課

1 件　　名 保育園業務支援システムの導入による個人情報の電算処理

1
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園児 保護者 職員

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

（資料12） 別表
6 「取り扱う個人情報」の項目

1 区が収集して事業者に提供する情報 理　　　由

①　氏名

基本項目として必要なため

保護者との連絡に必要なため

園児の健康管理に必要なため

⑥　兄弟姉妹

⑦　電話番号

⑧　在籍園名・クラス

⑨　入園・退園記録

⑩　職業

⑪　勤務先

②　性別

③　生年月日

④　住所

⑤　続柄

⑫　園児認定

⑬　平熱

別紙１「特記事項」のうち修正した条項

第10条　資料等の返還義務
　業務処理上、返還が困難である場合が認められるため、た
だし書きの規定を設けた。

⑭　持病・既往歴

園児の保育指導に必要なため

⑮　かかりつけ医

　勤務状況 職員の勤怠管理に必要なため

園児の出欠、利用料管理に必要
なため

⑯　予防接種歴

第11条　個人情報の取扱状況の報告
　業務内容に応じ、報告書の提出時期を６か月に１度とし
た。

⑰　保健記録

⑱　健診記録

⑲　アレルギー情報

⑳　保育日誌・保育記録・指導計画

　出欠・登降園記録

　延長保育料・一時保育料

変更した条項 変更した理由

第2条　取り扱う個人情報の範囲等
 （1）受託業務の処理のために甲から提供される
     次の個人情報

　特定される範囲の内容を明らかにした。

  6「取り扱う個人情報」のとおり

第7条　再委託の制限
　委託事業者によっては、保守業務の一部を再委託する可能
性があるため、再委託の「禁止」から「制限」とした。

7 「情報の保護」の項目



保育課

1 件　　名 保育園業務支援システム導入に伴うクラウドサービスの利用における電子計算機の結合

4 結合方法

　区（各保育園）の端末から、インターネットを介して園児の氏名、クラ
スなどを登録する。その上で、保育士が園に配布されるタブレット端末を
利用して日々の記録等を保存し、それに連動した指導計画を作成・保存す
る。登降園情報については、各園児に配布する二次元コードないしはIC
カードをリーダにかざすことで登録される。
　また、保護者はインターネット上の専用サイトよりアクセスし、サービ
スを利用する。

区立保育園の園児（約2,000人）、保護者（約4,000人）
区立保育園に勤務する職員

3 相手先 クラウドサービス事業者

5 理　由

諮問資料（電子計算機の結合）

令和3年5月13日

　各保育士が園児一人一人の状況をリアルタイムで把握しつつ、保護者と
のやり取りを含め記録・確認するためには、インターネットを介して安全
に利用できる環境を整備する必要があるため。

3 一括承認基準の該当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

類型なし 該当なし

2 業務の概要

1 内　容

　保育園ICTシステムの利用に伴い、園児の氏名をはじめとした名簿、登降
園時間、保育記録、指導計画等をクラウドサービス上に登録しデータ保管
をする。
　また、保護者はスマートフォン等から専用サイトを通じてアクセスを
し、欠席連絡、園からのお知らせ等保育園との情報のやり取りを行う。

2 対象者等

7 電子計算機の結合
　する時期及び期間

本審議会で承認後、業者選定についての仕様を確定する。

4 過去の類似案件 クラウドサービス利用時のログインID登録における電子計算機の結合（令2答申第2号）

5 諮問理由 過去の類似案件はあるが、新規事業であり一括承認基準に該当しないため。

6 取り扱う個人情報

電子計算機と結合するもの 理　　　由

別表の通り
園児の登降園管理、保育記録・指導
計画等の作成、職員のスケジュール
管理等に必要なため。

1
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諮問資料（業務委託）
令和3年5月13日

保育課

1 件　　名 保育園業務支援システムの導入支援及び保守業務にかかる措置

類型なし

2 業務の内容

　本業務は、区立保育園の園児に関する各種情報をデジタル化し事務処理するシステム（以
下、保育園ICTシステム）の導入にかかる支援及び保守業務委託である。

1 内  容

１）導入支援
　　保育園ICTシステムの設計・構築と、必要となる園児の情報等をデータ化する
業務の支援。
２）保守業務
　　保育園ICTシステムの稼働に際し、ヘルプデスクの設置、アクセスログ管理、
障　害・不具合対応等の保守を行う。

2 該当者等
区立保育園の園児（約2,000人）、保護者（約4,000人）
区立保育園に勤務する職員

3 委託理由

　導入支援については、保育現場に精通する事業者を活用することで、区に最適
なシステムの構築と、スムーズなデータ移行、システムの稼働が可能となる。
　保守業務は、システムの有効活用のため、専門知識・ノウハウを有する事業者
を活用する。

4 効  果

項目なし

3 一括承認基準の
　該当の有無

類　　　型 個人情報の項目

　区に適したシステムの構築とデータ移行への支援により、保護者の利便性向上
や職員の負担を最小限に抑えたシステムの導入ができる。
　また、障害・不具合対応等を専門業者に委託することで、システムを利用する
職員の負担を大きく軽減し、システムを効果的に運用できる。

5 諮問理由 過去の類似案件はあるが、新規事業であり一括承認基準に該当しないため。

6 取り扱う個人情報 別表の通り

4 過去の類似案件 校務支援システムへのデータ移行及び保守業務の委託に係る措置（25答申第7号）

10 契約締結予定日 本審議会で承認後、プロポーザルにより業者を選定した日

7 情報の保護 別紙「特記事項」のとおり

8 審議する対象範囲
　導入支援におけるデータ移行に必要な個人情報の提供。
　保守業務における、システム障害・不具合の復旧依頼、問い合わせ内容による個人情報の提
供。

9 委託先 本審議会で承認後、プロポーザル方式での業者選定を予定している。

1
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園児 保護者 職員

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

（資料12） 別表
6 「取り扱う個人情報」の項目

1 区が収集して事業者に提供する情報 理　　　由

①　氏名

基本項目として必要なため

保護者との連絡に必要なため

園児の健康管理に必要なため

⑥　兄弟姉妹

⑦　電話番号

⑧　在籍園名・クラス

⑨　入園・退園記録

⑩　職業

⑪　勤務先

②　性別

③　生年月日

④　住所

⑤　続柄

⑫　園児認定

⑬　平熱

別紙１「特記事項」のうち修正した条項

第10条　資料等の返還義務
　業務処理上、返還が困難である場合が認められるため、た
だし書きの規定を設けた。

⑭　持病・既往歴

園児の保育指導に必要なため

⑮　かかりつけ医

　勤務状況 職員の勤怠管理に必要なため

園児の出欠、利用料管理に必要
なため

⑯　予防接種歴

第11条　個人情報の取扱状況の報告
　業務内容に応じ、報告書の提出時期を６か月に１度とし
た。

⑰　保健記録

⑱　健診記録

⑲　アレルギー情報

⑳　保育日誌・保育記録・指導計画

　出欠・登降園記録

　延長保育料・一時保育料

変更した条項 変更した理由

第2条　取り扱う個人情報の範囲等
 （1）受託業務の処理のために甲から提供される
     次の個人情報

　特定される範囲の内容を明らかにした。

  6「取り扱う個人情報」のとおり

第7条　再委託の制限
　委託事業者によっては、保守業務の一部を再委託する可能
性があるため、再委託の「禁止」から「制限」とした。

7 「情報の保護」の項目

（資料１４）別表
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1 

別紙１ 

個人情報 特記事項 

（基本的責務） 

第１条 保育園業務支援システムの導入支援及び保守業務の受託事業者（以下「乙」とい

う。）は、個人情報の保護に関する豊島区（以下「甲」という。）の施策に協力するとと

もに、個人情報の保護の重要性を認識し、受託業務の処理に当たって個人情報を取り扱

うときは、個人の権利利益を害することのないよう最大限配慮し、本個人情報特記事項

を遵守しなければならない。 

  （取り扱う個人情報の範囲等） 

第２条 乙は、受託業務の処理に当たっては、受託業務の処理のために甲から提供され 

る次の個人情報に限り取り扱うことができるものとし、当該個人情報以外の個人 

情報の収集、保有、使用その他の取扱いをしてはならない。 

（1） 氏名 

（2） 性別 

（3） 生年月日 

（4） 住所 

（5） 続柄 

（6） 兄弟姉妹 

（7） 電話番号 

（8） 在籍園名・クラス 

（9） 入園・退園記録 

（10） 職業 

（11） 勤務先 

（12） 園児認定 

（13） 平熱 

（14） 持病・既往歴 

（15） かかりつけ医 

（16） 予防接種歴 

（17） 保健記録 

（18） 健診記録 

（19） アレルギー情報 

（20） 保育日誌・保育記録・指導計画 

（21） 出欠・登降園記録 

（22） 延長保育料・一時保育料 

（23） 勤務状況 

5
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２ 乙は、受託業務に係る個人情報を取り扱う作業責任者及び作業従事者の氏名を、あら 

かじめ甲に報告しなくてはならない。変更するときも、同様とする。

（受託業務に従事する者の義務） 

第３条 受託業務に従事している者又は従事していた者は、受託業務に関して知り得た個

人情報を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。受託業務終了後も同様

とする。 

（セキュリティ対策の整備義務）

第４条 乙は、取り扱う個人情報の安全確保を図るための管理体制を整備しなければなら

ない。特に、受託業務を電子計算機により処理する場合は、不正アクセスやコンピュー

タウイルス等による個人情報の盗用、破壊、漏えい、改ざん等に対する防御対策を講じ

なければならない。

２ 乙は、受託業務に従事している者に対して、個人情報保護及び情報セキュリティに関

する研修又は教育を実施しなければならない。 

（目的外利用の禁止） 

第５条 乙は、第２条第１項各号に掲げる個人情報（以下「取り扱う個人情報」という。）

を受託業務の目的以外の目的で利用してはならない。

（外部提供の禁止）

第６条 乙は、取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。

（再委託の制限）

第７条 乙は、受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。ただし、受託業務の

処理上必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、受託業務の

一部を再委託できるものとする。

２ 乙は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、再委託先の名称、再委託する理

由、再委託して処理する内容、再委託において取り扱う情報、再委託先における安全性

及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした

上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければ

ならない。

３ 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲

に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

４ 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続き方法につ

いて具体的に規定しなければならない。

５ 乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を監督するとと

もに、甲の求めに応じて、監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。

6
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（複写又は複製の禁止）

第８条 乙は、取り扱う個人情報を複写又は複製してはならない。

（持ち出しの禁止）

第９条 乙は、取り扱う個人情報を事業所内から持ち出しをしてはならない。

（資料等の返還義務）

第１０条 乙は、受託業務が終了したときは、取り扱う個人情報が記録された資料等を、

速やかに、甲に返還しなければならない。ただし、資料等の返還が困難であると認め

られる場合において、甲の承認を受けたときは、当該資料等を廃棄できるものとする。

２ 乙は、前項ただし書の規定により廃棄するときは、当該資料等が第三者の利用に供

されることがないよう、物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必

要な措置を講じなければならない。

  ３ 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに

応じなければならない。

４ 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者

名及びその内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。

（個人情報の取扱状況の報告）

第１１条 乙は、契約履行中において、６か月に一度個人情報の取扱いの遵守状況につい

て「個人情報特記事項の遵守に関する報告書」により甲に報告しなければならない。

（監督に応じる義務）

第１２条 甲は、委託業務の処理において、取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、

乙に対する必要かつ適切な監督を行うものとし、乙はこれに応じなければならない。

（施設等の立入検査又は調査に応じる義務）

第１３条 甲は、個人情報の保護のため必要があるときは、委託業務を処理する施設等の

立入検査及び調査を行うことができるものとし、乙はこれに応じなければならない。

（監査に応じる義務）

第１４条 甲は、委託業務の処理に関し、必要に応じて監査を行うことができるものとし、

乙はこれに応じなければならない。

（事故発生時の対応）

第１５条 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事

故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報

7
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の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を報告し、甲の指示に従わなければならな

い。

２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、

証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、

緊急時対応計画を定めなければならない。

３ 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて

当該事故に関する情報を公表することができる。

（契約解除）

第１６条 第２条から前条までの規定に違反する行為があったときは、甲は契約を解除す

ることができる。

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、

その損害の賠償を請求することはできない。

（損害賠償）

第１７条 第２条から第１５条までの規定に違反する行為によって、甲が損害を受けたと

きは、乙はその損害を賠償しなければならない。受託業務が終了した後も同様とする。

（罰則） 

第１８条 正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された豊島区個人情報

等の保護に関する条例（平成１２年豊島区条例第３号。以下｢条例｣という。）第２条第１

項第４号アに係る個人情報ファイルを提供したときは、条例第４６条又は第４８条の規

定に基づき、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。 

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者  

２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金 

(2) 業務を受託した法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含

む。以下同じ。）又は人  

１００万円以下の罰金 

第１９条 受託業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を

図る目的で提供し、又は盗用したときは、条例第４７条又は第４８条の規定に基づき、

次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者 

 １年以下の懲役又は５０万円以下の罰金  

(2) 業務を受託した法人又は人 

 ５０万円以下の罰金 
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今回諮問事項

１）導入支援業務

(1)区から受託事業者へシステム導入、データ移行に必要な個人情報の提供

(2)受託事業者によるICTシステムへの個人情報の移行・編集作業

(3)受託事業者から区への移行・編集作業終了後の結果報告と個人情報の返還

２）保守業務

(4)区から受託事業者への障害・不具合復旧及び問い合わせ対応依頼による

　個人情報の提供

(5)受託事業者から区への復旧・回復確認作業、問い合わせ対応による個人情報の参照

保育園ICTシステム導入支援及び保守業務委託の流れ

（資料１２） 別紙２
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（資料１４）別紙２



諮問資料（電算処理）

令和3年5月13日

保育課

1 件　　名 保育園における午睡チェックシステムによる個人情報の電算処理

2 業務の概要

1 内　容
園児情報、午睡チェックの記録等をインターネット環境を利用したクラウ
ドサービスにてデータ保管を行う。

2 対象者等
区立保育園の0歳児及び新入園の1歳児　約450名（25名×18園）
区立保育園の0歳児及び1歳児担当職員　約108名（6名×18園）

3 理　由

現在、保育士が各歳児ごとに定められた時間ごとに、午睡している園児の
姿勢や呼吸をチェックし、紙に記録している。
本システムは、午睡している園児にセンサーを付け、体動の停止やうつ伏
せ寝の状態をタブレット上で警告。また、姿勢を自動記録する。
区立保育園における午睡時の事故防止及び保育士業務の負担軽減や効率化
を図ることを目的とする。

3 一括承認基準の該当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

類型なし 該当なし

園児ごとに午睡の状態を記録するた
め

7 電算処理する時期
　及び期間

本審議会で承認後、業者選定についての仕様を確定する。

4 過去の類似案件  区立小学校の入退室管理システムによる個人情報の電算処理（令元答申第15号）

5 諮問理由 インターネット環境を利用したクラウドサービスにてデータ保管を行うため。

6 取り扱う個人情報

電算処理するもの 理　　　由

園児の姓・名、生年月日、クラス、園児の姓・名ふ
りがな、園児状態、平熱

1
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10 契約締結予定日 本審議会で承認後、契約締結請求を行う。

7 情報の保護 別紙「特記事項」のとおり

8 審議する対象範囲
・区から受託事業者へのシステム障害・不具合の復旧依頼、問合せ内容による個人情報の保護
・受託事業者から区への復旧・回復確認作業、問合せ対応による個人情報の参照

9 委託先 本審議会で承認後、本システムを運用している事業者と契約するものとする。

5 諮問理由 過去の類似案件はあるが、新規事業であり一括承認基準に該当しないため。

6 取り扱う個人情報 氏名、生年月日、クラス、園児状態、平熱

4 過去の類似案件 区立小学校の入退室管理システム運営の委託に係る措置（令元答申第16号）

類型なし

2 業務の内容

本業務は、区立保育園での午睡時にセンサーにより呼吸の有無を検知し、それを自動記録する
システム（以下、午睡チェックシステムという）の導入にかかる支援及び保守業務委託であ
る。

1 内  容

１）導入支援
　　午睡チェックシステムの設計・構築と、必要となる園児の情報等をデータ化
する業務
２）保守業務
　　午睡チェックシステム稼働に際し、使用方法等に対するヘルプデスク運用や
システム障害対応並びに不具合修正、アプリケーション提供の保守を実施する。
また、園児に装着するセンサーの電池残量が減った際に、新しい電池を提供す
る。

2 該当者等
区立保育園の0歳児及び新入園の1歳児　約450名（25名×18園）
区立保育園の0歳児及び1歳児担当職員　約108名（6名×18園）

3 委託理由 午睡時の事故を防ぐためのシステムを適切に運用するため。

4 効  果

項目なし

3 一括承認基準の
　該当の有無

類　　　型 個人情報の項目

使用方法等に対するヘルプデスク運用やシステム障害対応並びに不具合修正、ア
プリケーション提供の保守を実施することにより、システムを利用する職員の負
担を大きく軽減し、システムを効果的に運用できる。

諮問資料（業務委託）
令和3年5月13日

保育課

1 件　　名 保育園における午睡チェックシステムへのデータ移行及び保守業務の委託に係る措置

1
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別紙１ 

個人情報 特記事項 

（基本的責務） 

第１条 保育園における午睡チェックシステムへのデータ移行及び保守業務の受託事業者

（以下「乙」という。）は、個人情報の保護に関する豊島区（以下「甲」という。）の施

策に協力するとともに、個人情報の保護の重要性を認識し、受託業務の処理に当たって

個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を害することのないよう最大限配慮し、本

個人情報特記事項を遵守しなければならない。 

  （取り扱う個人情報の範囲等） 

第２条 乙は、受託業務の処理に当たっては、受託業務の処理のために甲から提供され 

る次の個人情報に限り取り扱うことができるものとし、当該個人情報以外の個人 

情報の収集、保有、使用その他の取扱いをしてはならない。 

（1） 氏名 

（2） 生年月日 

（3） クラス 

（4） 園児状態 

（5） 平熱 

２ 乙は、受託業務に係る個人情報を取り扱う作業責任者及び作業従事者の氏名を、あら 

かじめ甲に報告しなくてはならない。変更するときも、同様とする。

（受託業務に従事する者の義務） 

第３条 受託業務に従事している者又は従事していた者は、受託業務に関して知り得た個

人情報を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。受託業務終了後も同様

とする。 

（セキュリティ対策の整備義務）

第４条 乙は、取り扱う個人情報の安全確保を図るための管理体制を整備しなければなら

ない。特に、受託業務を電子計算機により処理する場合は、不正アクセスやコンピュー

タウイルス等による個人情報の盗用、破壊、漏えい、改ざん等に対する防御対策を講じ

なければならない。

２ 乙は、受託業務に従事している者に対して、個人情報保護及び情報セキュリティに関

する研修又は教育を実施しなければならない。 

（目的外利用の禁止） 

第５条 乙は、第２条第１項各号に掲げる個人情報（以下「取り扱う個人情報」という。）

3
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を受託業務の目的以外の目的で利用してはならない。

（外部提供の禁止）

第６条 乙は、取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。

（再委託の制限）

第７条 乙は、受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。ただし、受託業務の

処理上必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、受託業務の

一部を再委託できるものとする。

２ 乙は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、再委託先の名称、再委託する理

由、再委託して処理する内容、再委託において取り扱う情報、再委託先における安全性

及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした

上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければ

ならない。

３ 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲

に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

４ 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続き方法につ

いて具体的に規定しなければならない。

５ 乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を監督するとと

もに、甲の求めに応じて、監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。

（複写又は複製の禁止）

第８条 乙は、取り扱う個人情報を複写又は複製してはならない。

（持ち出しの禁止）

第９条 乙は、取り扱う個人情報を事業所内から持ち出しをしてはならない。

（資料等の返還義務）

第１０条 乙は、受託業務が終了したときは、取り扱う個人情報が記録された資料等を、

速やかに、甲に返還しなければならない。ただし、資料等の返還が困難であると認め

られる場合において、甲の承認を受けたときは、当該資料等を廃棄できるものとする。

２ 乙は、前項ただし書の規定により廃棄するときは、当該資料等が第三者の利用に供

されることがないよう、物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必

要な措置を講じなければならない。

  ３ 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに

応じなければならない。

４ 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者

名及びその内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。
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（個人情報の取扱状況の報告）

第１１条 乙は、契約履行中において、６か月に一度個人情報の取扱いの遵守状況につい

て「個人情報特記事項の遵守に関する報告書」により甲に報告しなければならない。

（監督に応じる義務）

第１２条 甲は、委託業務の処理において、取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、

乙に対する必要かつ適切な監督を行うものとし、乙はこれに応じなければならない。

（施設等の立入検査又は調査に応じる義務）

第１３条 甲は、個人情報の保護のため必要があるときは、委託業務を処理する施設等の

立入検査及び調査を行うことができるものとし、乙はこれに応じなければならない。

（監査に応じる義務）

第１４条 甲は、委託業務の処理に関し、必要に応じて監査を行うことができるものとし、

乙はこれに応じなければならない。

（事故発生時の対応）

第１５条 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事

故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報

の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を報告し、甲の指示に従わなければならな

い。

２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、

証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、

緊急時対応計画を定めなければならない。

３ 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて

当該事故に関する情報を公表することができる。

（契約解除）

第１６条 第２条から前条までの規定に違反する行為があったときは、甲は契約を解除す

ることができる。

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、

その損害の賠償を請求することはできない。

（損害賠償）

第１７条 第２条から第１５条までの規定に違反する行為によって、甲が損害を受けたと

きは、乙はその損害を賠償しなければならない。受託業務が終了した後も同様とする。
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（罰則） 

第１８条 正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された豊島区個人情報

等の保護に関する条例（平成１２年豊島区条例第３号。以下｢条例｣という。）第２条第１

項第４号アに係る個人情報ファイルを提供したときは、条例第４６条又は第４８条の規

定に基づき、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。 

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者  

２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金 

(2) 業務を受託した法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含

む。以下同じ。）又は人  

１００万円以下の罰金 

第１９条 受託業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を

図る目的で提供し、又は盗用したときは、条例第４７条又は第４８条の規定に基づき、

次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者 

 １年以下の懲役又は５０万円以下の罰金  

(2) 業務を受託した法人又は人 

 ５０万円以下の罰金 
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今回諮問事項

１）導入支援業務

(1)区から受託事業者へシステム導入、データ移行に必要な個人情報の提供

(2)受託事業者による午睡チェックシステムへの個人情報の移行・編集作業

(3)受託事業者から区への移行・編集作業終了後の結果報告と個人情報の返還

２）保守業務

(4)区から受託事業者への障害・不具合復旧及び問い合わせ対応依頼による

　個人情報の提供

(5)受託事業者から区への復旧・回復確認作業、問い合わせ対応による個人情報の参照

保育園における午睡チェックシステムへのデータ移行及び保守業務の委託の流れ

（資料１６） 別紙２

豊島区
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（２）受託事業者に
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（３）受託事業者から

区への移行・編集

作業終了後の結果

報告と個人情報の

返還

（４）区から

受託事業者への

障害・不具合復旧及

び問い合わせ

対応依頼による

個人情報の提供

受
託
事
業
者

（５）受託事業者から

区への復旧・回復確

認作業

（５）問い合わせ対

応による個人情報

の参照

（１）システム導入、

データ移行に必要な

個人情報の提供



7 電子計算機の結合
　する時期及び期間

本審議会で承認後、業者選定についての仕様を確定する。

4 過去の類似案件 校務支援システム保守に係る電子計算機の結合（令元答申第20号）

5 諮問理由 過去の類似案件はあるが、新規事業であり一括承認基準に該当しないため。

6 取り扱う個人情報

電子計算機と結合するもの 理　　　由

園児の姓・名、生年月日、クラス、園児の姓・名ふ
りがな、園児状態、平熱

園児ごとに午睡の状態を記録するた
め

5 理　由

諮問資料（電子計算機の結合）

令和3年5月13日

　保育施設内での睡眠中の事故防止のために、午睡センサーが体の傾きや
体動を検知し、アラームで知らせるシステムを導入する。検知した結果は
自動で記録されるため、午睡チェック事務の効率化も期待できる。園児一
人一人の状況をリアルタイムで把握しつつ、同時に記録を行うためには、
インターネットを介して安全に利用できる環境を整備する必要があるた
め。

3 一括承認基準の該当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

類型なし 該当なし

2 業務の概要

1 内　容

　区立保育園での午睡時にセンサーにより呼吸の有無を検知し、それを自
動記録するシステム（以下、午睡チェックシステムという）を導入する。
　システム利用に伴い、園児の氏名等をはじめとしたデータをクラウド
サービス上に登録し、データ保管する。

2 対象者等

保育課

1 件　　名
保育園における午睡チェックシステム導入に伴うクラウドサービスの利用における電子計
算機の結合

4 結合方法
　区（各保育園）の端末から、インターネットを介して園児の氏名、クラ
スなどを登録する。その上で、園に配布されるタブレット端末および午睡
センサーを利用して、午睡時の園児の状態を記録・保存する。

区立保育園の0歳児及び新入園の1歳児　約450名（25名×18園）
区立保育園の0歳児及び1歳児担当職員　約108名（6名×18園）

3 相手先 クラウドサービス事業者

資料１７



　　有

業務委託報告資料

（1）所管課が確認すべき事項 　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

　　所管課により確認

2 取り扱う個人情報のセキュリティ対策

2 事業者が収集するもの

氏名　健康状態　相談内容

　　取り扱う個人情報の管理

　　区の施設で電算処理を行う委託

　受託者が守るべき事項 　　個人情報の保管場所の管理体制

3 取り扱う個人情報

1 内　容

　セーフコミュニティ国際認証都市・子どもの権利条例を制定している都市
として、子どもへの暴力防止の取り組みの一つであるＣＡＰプログラムの
ワークショップ（おとなワークショップ・子どもワークショップ）を実施す
る。

8 委託の時期 　　令和2年11月5日～令和3年1月15日　 　　     年　月　日から継続

　　取り扱う個人情報の管理

3 業務の再委託

6 審議会事前一括承認
  基準の該当性

　　業務委託に関する審議会事前一括承認基準（平成12年12月22日 12答申第1号）

   ※類型　18　に該当

　　無

7 委託先 ＮＰＯ法人　青い空－子ども・人権・非暴力

再委託先

4 収集禁止事項の有無 　　有（類型　　　で取り扱う個人情報に含まれる） 　　無

5 守るべき事項の
  該当性

1 個人情報保護の管理責任体制

　　プライバシーマーク使用許諾事業者

　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

　　個人情報の保管場所の管理体制

　区の施設外へ電磁的記録による個人情報を外部記憶媒体の移送、又はインターネット
　通信回線等による送信その他の方法で提供して電算処理を行う委託

　受託者が守るべき事項

　　個人情報の保管場所の管理体制

「子ども向けワークショップ」の
中で、子どもが受託者スタッフに
１対１で話すワークがあり、そこ
では「何でも話して良い」との形
式で実施される。その際、結果的
に子どもからは自身の悩みや出来
事などが話される可能性がある。

なし

（2）受託者が守るべき事項 　　取り扱う個人情報の管理

再委託の内容

　　個人情報を紙媒体で提供する委託

令和3年5月13日

　子ども家庭部保育課

1 件　　名 令和2年度「子どもへの暴力対策事業（ＣＡＰ）」業務委託

2 業務の内容 2 対象者・
 取扱件数等

区立高南保育園（5歳児クラス、保育士、保護者）

3 理由・
  効果

幼児期の子どもの安全・安心のための予防教育として、また保育士の資質の
向上に資することを目的とする。

取り扱う個人情報及び収集並びに提供するもの 取り扱う理由

1 区が収集して事業者に提供するもの

報告１



　　有

令和3年5月13日

子ども家庭部保育課

職員が子どもの様子や気づき等を記載し、
回収したものを「職員向けの振り返り」に
向けて整理をする。「子ども向けワーク
ショップ」の中で、受託者スタッフが、子
どもの顔が映らないよう作品等のワーク
ショップの様子を撮影し、そのデータを使
用して「職員向けの振り返り」が実施され
るため。また、子どもが名札を付けて参加
するため。

なし

再委託の内容

　　個人情報を紙媒体で提供する委託

　　無

1 件　　名 令和2年度「レミダワークショップ園内研修」業務委託

1 内　容
イタリアのレッジョエミリア市で始まった、企業廃材を利用した表現活動で
あるレミダの子ども向けワークショップ・保育士向けの振り返りを実施す
る。

2 対象者・
 取扱件数等

区立巣鴨第一保育園（職員、園児）

3 理由・
  効果

乳幼児期にふさわしい多様な経験の機会を確保するとともに、保育士の資質
の向上に資することを目的とする。

取り扱う個人情報及び収集並びに提供するもの 取り扱う理由

1 区が収集して事業者に提供するもの

　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

　　個人情報の保管場所の管理体制

　区の施設外へ電磁的記録による個人情報を外部記憶媒体の移送、又はインターネット
　通信回線等による送信その他の方法で提供して電算処理を行う委託

　受託者が守るべき事項

　　個人情報の保管場所の管理体制

（2）受託者が守るべき事項 　　取り扱う個人情報の管理

8 委託の時期 　令和2年10月23日～令和3年1月15日 　　     年　月　日から継続

　　取り扱う個人情報の管理

3 業務の再委託

6 審議会事前一括承認
  基準の該当性

　　業務委託に関する審議会事前一括承認基準（平成12年12月22日 12答申第1号）

   ※類型　16　に該当

　　無

7 委託先 miReba  プロジェクト代表　石井希代子

再委託先

5 守るべき事項の
  該当性

1 個人情報保護の管理責任体制

　　プライバシーマーク使用許諾事業者

業務委託報告資料

（1）所管課が確認すべき事項 　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

　　所管課により確認

2 取り扱う個人情報のセキュリティ対策

2 事業者が収集するもの

氏名　研修等に要する事項

　　取り扱う個人情報の管理

　　区の施設で電算処理を行う委託

　受託者が守るべき事項 　　個人情報の保管場所の管理体制

3 取り扱う個人情報

4 収集禁止事項の有無 　　有（類型　　　で取り扱う個人情報に含まれる）

報告２



　　有

取り扱う個人情報及び収集並びに提供するもの 取り扱う理由

1 区が収集して事業者に提供するもの

令和3年5月13日

建築課

1 件　　名 建築確認受理簿の電子化作業の委託

2 業務の内容

建築計画概要書及び確認索引簿の電子化作業

1 内　容 建築確認受理簿の電子化作業

2 対象者・
 取扱件数等

建築確認受理簿：12冊

3 理由・
  効果

職場内の保管文書の削減を行うため。

電子化する書類に記載されてい
るため。

①建築主氏名

（2）受託者が守るべき事項 　　取り扱う個人情報の管理

再委託の内容

　　個人情報を紙媒体で提供する委託

　　無

5 守るべき事項の
  該当性

1 個人情報保護の管理責任体制

　　プライバシーマーク使用許諾事業者

　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

　　個人情報の保管場所の管理体制

　区の施設外へ電磁的記録による個人情報を外部記憶媒体の移送、又はインターネッ
ト
　通信回線等による送信その他の方法で提供して電算処理を行う委託

　受託者が守るべき事項

　　個人情報の保管場所の管理体制

8 委託の時期 　  令和3年2月17日～令和3年3月31日　 　　     年　月　日から継続

　　取り扱う個人情報の管理

3 業務の再委託

6 審議会事前一括承
認
  基準の該当性

　　業務委託に関する審議会事前一括承認基準（平成12年12月22日 12答申第1号）

   ※類型　 １９　に該当

　　無

7 委託先 株式会社ジェイ・アイ・エム

再委託先

業務委託報告資料

（1）所管課が確認すべき事項 　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

　　所管課により確認

2 取り扱う個人情報のセキュリティ対策

2 事業者が収集するもの

なし

　　取り扱う個人情報の管理

　　区の施設で電算処理を行う委託

　受託者が守るべき事項 　　個人情報の保管場所の管理体制

3 取り扱う個人情報

4 収集禁止事項の有無 　　有（類型　　　で取り扱う個人情報に含まれる）

報告３



　　有

令和3年5月13日

建築課

電子化する書類に記載されてい
るため。

①建築主氏名、②建築主住所、③建築敷地地名地番

再委託の内容

　　個人情報を紙媒体で提供する委託

　　無

1 件　　名 建築計画概要書等の電子化作業の委託

2 業務の内容

建築計画概要書及び確認索引簿の電子化作業

1 内　容 建築計画概要書及び確認索引簿の電子化作業

2 対象者・
 取扱件数等

建築計画概要書：２回（16～20件/回）
確認索引簿：15冊

3 理由・
  効果

建築計画概要書:これまで区の職員で行っていた電子化の作業量を減らすた
め。
確認索引簿：職場内の保管文書の削減を行うため。

取り扱う個人情報及び収集並びに提供するもの 取り扱う理由

1 区が収集して事業者に提供するもの

　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

　　個人情報の保管場所の管理体制

　区の施設外へ電磁的記録による個人情報を外部記憶媒体の移送、又はインターネッ
ト
　通信回線等による送信その他の方法で提供して電算処理を行う委託

　受託者が守るべき事項

　　個人情報の保管場所の管理体制

（2）受託者が守るべき事項 　　取り扱う個人情報の管理

8 委託の時期 　  令和3年2月17日～令和3年3月31日　 　　     年　月　日から継続

　　取り扱う個人情報の管理

3 業務の再委託

6 審議会事前一括承
認
  基準の該当性

　　業務委託に関する審議会事前一括承認基準（平成12年12月22日 12答申第1号）

   ※類型　 １９　に該当

　　無

7 委託先 株式会社ジェイ・アイ・エム

再委託先

5 守るべき事項の
  該当性

1 個人情報保護の管理責任体制

　　プライバシーマーク使用許諾事業者

業務委託報告資料

（1）所管課が確認すべき事項 　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

　　所管課により確認

2 取り扱う個人情報のセキュリティ対策

2 事業者が収集するもの

なし

　　取り扱う個人情報の管理

　　区の施設で電算処理を行う委託

　受託者が守るべき事項 　　個人情報の保管場所の管理体制

3 取り扱う個人情報

4 収集禁止事項の有無 　　有（類型　　　で取り扱う個人情報に含まれる）

報告４


